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　労働時間短縮は重要な課題です。過労死をなくすことをはじめ、働く者の健康

確保の点からはもちろんですが、家事・育児といった生活の時間や地域での活動

の時間などにあて、ワーク・ライフ・バランスを実現させることにつながります。

　連合は、多くの働く意志のある人たちが、それぞれの事情に応じて働き続け

られる「ワーク・ライフ・バランス社会の実現」が、超少子高齢・人口減少と

いう日本社会の大きな問題を乗り越えるためにも必要であると呼びかけています。

　この時短レシピは、労働時間短縮に向けた取り組みの参考となるよう、労働

時間の削減につながる様々な労働組合のご協力を得て、ヒアリングし、事例集

としてご紹介するものです。

　労働時間短縮の取り組みは、それぞれの職場の状況に応じて進めることで

効果があると考えられます。

　この時短レシピでは、必ずしも先駆的な取り組みだけでなく、様々な業種、職種、

職場環境・風土などに合わせて、悩みながらも工夫を凝らし、労働時間の短縮に

向けて着実に取り組む労働組合の事例をご紹介していきます。

　ぜひこの事例集をご参考に、皆さまの職場にあった労働時間の改善に向けた

具体的な取り組みを「今」「すぐに」はじめてみませんか？

2015 年10月

日本労働組合総連合会

本事例集での用語の使い方について

時短レシピ
～労働時間短縮に向けた取り組み事例集～

本事例集では、年次有給休暇を「年休」「有休」、時間外労働を「残業」「超過勤務」など各職場で使われている用語
で取り組みをご紹介しています。制度名と直結している場合もあるので統一していません。予めご了承ください。
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時短レシピ案内役
連合キャラクター

「ユニオニオン」

ボクは、連合のみんなと一緒に活動しているＵＩＮＩＯＮＩＯＮ（ユニオニオン）です。

ＵＩＮＩＯＮＩＯＮは、ＵＩＮＩＯＮ（組合）とＯＮＩＯＮ（玉ねぎ）を合体させた名前です。

なぜ玉ねぎかというと玉ねぎの英名ＯＮＩＯＮの語源が

ラテン語の「ＵＮＩＯＮ（集合体）」に由来しているからなんです。

■連合「労働時間」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/kankyou/roudoujikan/index.html
■厚生労働省「労働時間・休日」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
■内閣府「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート」
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/report.html

労働時間に関連する資料、解説、チェックシートなどは、以下のＨＰもご参考に。
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サントリーグループでは、2014年から「ワークスタイ
ル革新」として「仕事のやり方全般を見直し、現場を体
感する、本質を考え抜く時間を増やすなど、もっと創造
的な、サントリーらしいワークスタイルに変革していくこ
と」を掲げ、働き方革新への取り組みを進めている。
ただし、「やりがいを持って仕事ができている」「サン

トリーグループをもっといい会社にしたい」という意識が
高い従業員が多い職場では、誰かに強制をされていなく
ても「過勤は当たり前」「有給休暇取得より業務を優先
する」といった風土が依然として強く、働き方革新に向
けた一人ひとりの意識や行動の変革にはまだまだ至っ
ていない現状にある。
サントリー労働組合では、「充実した会社生活」「充実

した私生活」「人間的な成長」を実現する取り組みを通
じ、組合員一人ひとりがワーク・ライフ・バランスを実現
すること、つまり、一人ひとりの働き方への意識や行動
をよりよく変革していく事を目指して取り組みを進めて
いる。
「労働時間短縮」や「有給休暇取得促進」はワーク・ラ

イフ・バランスの実現をめざす手段として大切だが、「時
短」「休暇取得促進」と掲げても、組合員へのメッセージ
としては届かない。働き方を変え、価値観を変え、意識改
革をすすめることこそがサントリーがめざす姿であると
訴え、それを実現するべく労働時間短縮に向けた実効
性の高い具体的な活動を進める。■常日勤：9：00～17：30（営業・スタッフ：約1,400名）

■交替勤務・シフト（生産：約800名）
■みなし制（営業：約900名）
■裁量労働制
　（Ｒ＆D部門の特定資格者：約100名）
他フレックスタイム制度などあり

プロフィール

ヒアリング：2015年6月8日実施
対応者：居原田　圭　執行委員長

※公益社団法人国際経済労働研究所のプロジェクトの一つON・I・ON2は、現状の労働組合のあり方に警鐘を鳴らし、組合員自らがメンバー
として関わる「参加関与型組織」として組合を再生することを目指す運動。1990年に労働組合を取り巻く意識を研究するために研究会が
発足され、2012年度には、全国300近くの労組（参加組織人員200万人超）が参加している。ON・I・ON2調査は「組合関与」「働きがい」
という2つの柱で構成され、社会心理学の理論をベースとして扱われている。
　http://www.iewri.or.jp/cms/archives/2012/10/onion-2.html

取り組みの背景

具体的な取り組みの内容

①風土・意識醸成に向けた取り組み
●労使で年３回「労働時間問題検討委員会」を設け、全
社の過勤・年休等の取り組み目標の設定やその実現の
為の具体的な方策、取り組みの進捗状況などについて
協議を行い、全社の風土醸成と課題解決に向けた取り
組み施策の立案を行っている。

●各職場では「働き方セミナー」を実施し、スケジュール
管理の工夫や回訪計画立案の工夫、また、創出した時
間で自己啓発を行っている事例などを組合員が紹介す
る事を通じて、「生産性をもっと高め、質の高いアウト
プットを生み出し、新たな価値を創出すること」に向け
た意識啓発を行っている。 

●組合本部・支部共に、サントリーグループ内外の他労
組と交流する場を積極的に設け、他社の従業員の働き
方についての情報を得る事で、自らの意識や働き方を
見直すきっかけを創り出している。

②36協定オーバー者の撲滅に向けた取り組み
●月間過勤時間40時間（営業セールスは月間48時間）
を越える回数を年４回以内、年間過勤時間は360時間
（営業セールスは年間480時間）以内とする全社ルー
ルを労使で確認し、徹底している。「個人別・月別過勤
マネジメントシステム」により、個人別・月別に過勤計画
を立案しマネジャー・メンバーが月次で進捗を確認する

ことや、「支部協議会」で、全支部において、月次で36
協定オーバー者の確認と課題解決に向けた協議を行っ
ている事など、労使で連携して取り組みを進めている。
特に、過勤が慢性化している部署に対しては個別に協
議会を行うことや、継続的な過勤の原因となる業務に
対しては、年初にマネジャーが改善計画を提出し、改善
に向けた取り組みを行うなど、ルールを徹底する取り組
みを強化している。

●休日出勤については２回/月を上限としており、休日出
勤時の代休取得予定日の事前申請の徹底などを通じ、
代休取得１００％を実現する取り組みを推進している。
支部においては、「代休取得マネジメントシート」など
支部独自のルールを労使で設定したり、代休取得がで
きなかった組合員に対して取得日の再設定を促すなど
の個別対応を行う事を通じ、代休取得率が大きく改善
した事例もあがっている。

③年次有給休暇取得促進に向けた取り組み
●「Good　Life年休（計画年休）取得促進」や「連続休
暇取得促進」等の活動を軸に、月に1日以上の年休取
得、連続休暇１００％取得、計画年休１００％取得などを
推進し、年間16日の有休取得を目指した取り組みを推
進している。

●年休取得を促進するために、2015年5月から「年休
通信」を組合本部から発信している。前月の年休取得
状況（年休取得日数・取得率）、年休取得支部ランキン
グ、取り組み事例（好事例・他社情報など）を掲載し、年

今後、サントリーグループが「真のグローバル企業」とな
るためには、従業員一人ひとりが働き方を革新し、生産性を
高め質の高いアウトプットや新たな価値を生み出すことや、
創出した時間で自分を磨き人間力を高めることが求められ
ると考えている。上記の通り、労働時間問題の改善に向け
た取り組みは継続的に行っているものの、一人ひとりが「働
き方を変革する」という意識醸成、行動変革までにはまだま

だ至っていない。組合員からも「働き方をどのように変えて
いったらよいのか分からない」「働き方を変革する必要性を
あまり感じない」といった声が継続的にあがっているなかで、
サントリー労組は会社・支部と連携し、セミナーや座談会、他
労組との交流会など組合員が新たな価値観に触れる機会を
創出する事で、従業員に求められる姿を一歩一歩実現して
いきたいと考えている。

今後の課題

サントリー労働組合が５月からスタートした「年
休通信」について、「組合員の組合離れ、組合員
の無関心を組織の悩みとして挙げない労働組合

はないぐらいですが、組合員は労働組合からの通信をみて、受
け止めてくれるのでしょうか？」と質問したところ…委員長は、
「組合員の労働組合活動への参加率は非常に高いんですよ！」
と自信をもって答えてくださいました。
「第３０回国際経済労働研究所共同調査　ON・I・ON2（オ
ニオン・ツー）／2014年（※）」の「組合関与・評価」の調査結

果（最新2014年）によると、組合員の労働組合に対する関与
度でサントリー労働組合は、堂々のトップ！！
今回のヒアリングからも、委員長をはじめ執行部のみなさん

が組合員の心を理解し、組合員を信頼して、熱意と情熱をもっ
て取り組みを進めていることがわかりました。
委員長は、「労働時間短縮については、まだまだ実態が伴っ

ていなくて課題が多い」と危機感を持っていましたが、組合員
とともに取り組みの歩みを止めることなく、継続的に活動を進
めていく重要性を感じました。

業　種

従業員数（グループ計）

平均年齢（組合員）

組合員数

組合員の範囲

対象労働者と労働時間管理の方法など（いずれも組合員）

総合酒類飲料メーカー

37,613名（2014年12月31日時点）

36.2歳

約3,200名
男性…約2,300名　女性…約900名

サントリーホールディングス籍の正社員
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使
で
と
も
に
す
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サントリー労働組合
（フード連合）　

事例1

有給休暇取得日数
11.3日

（組合員平均）

時間換算
84.75時間
（組合員平均）

2014年度の労働時間

年間時間外労働
264時間
（組合員平均）

年間所定労働時間

1,830時間

年間総実労働時間

2,094時間

休を取得しやすい風土の実現を目指している。第1号では、
「有休取得率ランキング（東洋経済）」を紹介している。

年休通信からは、サントリーで働く組合員の仕事に対する思
いを損なわず、また、サントリーグループの一体感を感じさせ
る年休取得促進への組合執行部のリードぶりが読み取れる。

サントリー労働組合　年休通信　☆５月号☆より抜粋
◆最新版！有給休暇取得率トップ300社
（http://toyokeizai.net/articles/-/62334?page=2）
3月に発表された有給休暇取得率企業ランキングです。
サントリーＨＤはなんと…ランク外。酒類4社の中でも
最下位だと名指しで記事に登場しています。業界の
リーディングカンパニーとして、会社に対する注目度も
高まっています。年休取得についても、牽引できる会社
になれるよう組合から盛り上げていきましょう！

いい
ね !すご

く

盛り上
げるぞ

!
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プロフィール

ヒアリング：2015年6月23日実施
対応者：後藤　紀行　執行委員長

橘  　 道子　執行委員

※２ 職場で一緒に働く部下のワークライフバランスを考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果をだしつつ、自らも仕事
と私生活を楽しむことができる上司のこと（対象は男性管理職に限らず、女性管理職も）。2013年2月に群馬県庁「イクボス養成塾」が語
源の発祥。同年3月には育児のために短期休暇をとった職員と、その職員の仕事を分担した同僚や上司に対し、人事評価を上げる“「育
ボス」”制度を消費者庁が導入したことでも話題となった。

1.行動計画の前期（2005年～2009年度）取り組み
●「いきいき子育て応援プログラム」とネーミングし、まずは子
育て支援の取り組みに力点をおいた。管理職向けの手引き書
を作成し、該当職員に対する言葉がけ等の対応を細かく解説
し、管理職が率先して職場全体で育児を支援していく雰囲気
づくりを促した。2006年には、嘱託員の育児休業、介護休業
などの制度を導入し、2007年度には「男性職員の育児参加
への取り組み」を目標に、男性職員の意識改革を強化した。

2.行動計画の後期（2010年～2015年度）取り組み
●正規職員数が大幅に削減されたことを背景に、職員の働
き方の改革と人材育成の視点を加えた「西東京市ワーク
ライフバランス推進労使宣言」（※１）を労使で締結した。
労使が協力してめざすべき方向性を確認できたことは、
具体的に取り組みを進めるうえで原動力となっている。

●宣言にある「長時間の時間外勤務の縮減、時間外勤務
時間の職場格差・個人格差を改善します」を宣言だけ
で終わらせないための具体的な取り組みとして
（1）ノー残業デーの実施

毎週水曜日と給料日はノー残業デーを実施
（2）ノー残業デーのパソコンシャットダウン

通常の就業時間は8時30分～17時15分まで。18時に
なると、一斉にパソコンが自動的にシャットダウンされる。

（3）ノー残業デーの職場巡視
ノー残業デーには、労使で構成されている労働安
全委員会が職場を巡回する。

（4）配当時間の管理
残業時間が個人や一つの課に偏らないように、残
業の上限時間を振り分けて管理する。

（各労働時間はＨ27.3.31現在の再任用を除く職員数で算出）

取り組みの背景

具体的な取り組みの内容

前期（2005年～2009年度）の取り組みでは、子育て支援
を中心に行われてきた。子育て支援のプログラムにより、職
員の制度利用とともに、職場の協力体制も広がった。2006
年には嘱託員の育児、介護休業制度を導入、2007年度は
「男性職員の育児参加への取り組み」を目標に掲げ活動を進
めた結果、性別や雇用形態を問わず、職場全体で両立支援
を進めていく体制を整え、後期計画への活動へとつなげた。
後期はワークライフバランスの推進が中心に行われた。自治体

職員に求められる力は、市民のニーズを的確に把握する力や、市

民感覚・市民の視線、市民との協働を進めていく上で必要な生活者
としての意識が必要。職員自身の生活を充実させ、その生活を充実
させるための時間をつくり出すために、各種休暇制度を利用しやす
い職場の環境づくり、効率よい仕事術、ワーク・ライフ・バランスに
対する意識向上の取り組みが10年をかけて成果をみせつつある。
さらに職員向けの研修は市民向け事業へとシフトされ、男

性職員の子育て研修が、市民向け講座として開催され大盛
況となるなど、職員・組合員だけにとどまらず、地域、社会へ
と取り組みが広げられている。

2003年７月に成立した次世代育成支援対策推進法にも
とづき公務職場では、「特定事業主行動計画」の策定が義
務づけられた。西東京市も職員を雇用する事業主の立場か
ら、ちょうど10年前となる2005年４月に、西東京市の職員
（嘱託員を含む）を対象とした「西東京市特定事業主行動計
画（以下「行動計画」）を策定した。行動計画は、子育て中で
あるかないか、既婚未婚かなどに関わらず、様々な職員が、
仕事にも生活にも喜びを見いだし、お互いに助け合い、生き
生きと働くことができる職場環境づくりをめざしている。
労使でつくりあげた行動計画を計画だけで終わらせない

ために、「自分が変わる、周りが変わる、上司が変わる、どこか
ら変わる」を合言葉に、職員一人ひとりがワークライフバラン
スを図ることができる具体的な取り組みを進めている。時間
外勤務の縮減は、ワークライフバランス推進の一つとして、
具体的な制度をつくり、職場環境の整備に取り組んできた。
2001年に田無市と保谷市の合併により誕生した西

東京市は、合併当初1,350人いた正規職員は削減され、
2010年4月1日現在の職員は、1,074人となり、2015
年4月1日現在では975人と、時間外労働の縮減対策に
は人員確保が大きな鍵を握っている。

（5）研修を通じて、業務改善の方法を助言

時間外労働の縮減に向けた対策とともに時間外労働が
恒常化している職場は職員の増員が必要であり、人員確保
に向けた取り組みを一層強化していく必要がある。
また、西東京市職員の構成を年代比でみると、子育て

真っ最中の30代が約20％、まだまだ子育て世代の40代が

今後の課題

労使でつくりあげた行動計画を計画だけで終わら
せないために、西東京市ワークライフバランス推進労
使宣言（※１本文掲載）には合言葉がついています。

～自分が変わる､まわりが変わる、上司が変わる、どこから変わる～
この合言葉には、組合執行部のたくさんの思いがこめられています。
上司が変わる…
執行委員長は10年前に、西東京市の男性職員としては初
の育児休業取得者。現在は小学校のPTA会長を務めるなど、

「仕事」「子育て」「組合活動」をバランス良くこなされている。
その姿をみて、子育て中の執行委員も増加中。今で言う「イク
ボス」※２の先駆者的存在です。
どこから変わる…
このフレーズの意味がわからなかったのでお聞きしたところ…

「どこからでもいいよ、自分のできるところから、やろうね」という
やさしい意味が込められていました。日頃の活動も委員長を始め
執行部のみなさんが自然体ですすめられていることがわかります。

10年間の成果

業　種

従業員数

平均年齢

組合員数

組合員の範囲

地方自治体

975人（再任用者を除く正規職員）

43歳

817人
男性…369人　女性…448人

西東京市職員、臨時・嘱託職員、再任用・再雇用職員

公
務
職
場
に
お
け
る
10
年
の
取
り
組
み

西東京市職員労働組合
（自治労）

事例2

有給休暇取得日数
12.7日

時間換算
98.4時間
（組合員平均）

2014年度の労働時間

年間時間外労働
145.8時間
（振替含む）

年間所定労働時間

1,855時間

年間総実労働時間

2,000.8時間

西東京市一般職員の時間外勤務時間数
年度

26（2014）

22（2010）
23（2011）
24（2012）
25（2013）

勤務時間数

145,795

149,001
122,430
124,487
123,694

●コミュニケーションから時短へ
　休暇を取得しやすい職場環境づくり、また心の健康づくりのために
「あいさつ運動」を労使でスタート。日常は「おはようから始まる心
の健康づくり」をフレーズに、意識的にあいさつをし、職員同士のつ
ながりやコミュニケーションをはかる大きなきっかけづくりとなって
いる。また、年に数回は、市長自らが職場をまわり職員に声をかけ
る。職員は直接、市長に意見を言える機会ともなっており、職場の
風土づくりや職員のモチベーションの向上にも一躍を担っている。

●通年的、継続的取り組み
時短関連の要求は、春闘、人員確保闘争、男女平等統一闘
争、賃金確定闘争などの時期に合わせて要求項目に盛り
込み、通年の課題として継続的に取り組みを進めている。

西東京市ではこの合言葉のもとに、ワークライフバランス（仕事と生活の調和）を図
ることができる環境整備に取り組んでいます。
誰もが住みやすく、こころ豊かに暮らし続けることが可能な社会、安心して働き続けることが可能
な社会､仕事と生活の調和のとれた働き方が可能である社会を目指して取り組みをすすめます。
そのためここに､ワークライフバランスの推進を労使で宣言します。
（宣言）
１　西東京市特定事業主行動計画に基づき、職場におけるワークライフバランス理念の

普及を目指し､労使を含めた協議の場を設定し､計画の遂行や問題の解決に努めます。
２　仕事と生活の調和のとれた働き方ができる環境を整備します。
（1）長時間の時間外勤務の縮減､時間外勤務時間の職場格差･個人格差を改善します。
（2）制度等の取得促進と､利用のしやすさについての職場格差を改善します。
（3）仕事と生活の充実による相乗効果を引き出し、生活から得た知識や市民感

覚を職務に生かすことのできる人材育成を目指します。
３　制度の整備と周知及び利用の推進を行います。
（1）多様な働き方を選択できる制度の充実を行います。
（2）制度の周知及び取得促進のためわかりやすい解説を作り､研修や庁内Web

または個々の職員へのプラン作成、個別説明等によりワークライフバランス
理念を浸透させ意識改革を促します。

（3）制度の中でも特に、育児休業と部分休業の取得促進のため、制度利用対象者だ
けでなく、全職員に制度の内容､利用方法を周知し、職場における理解を促します。

（4）男性の育児休業取得に向け､男性職員､その所属長および職場へ働きかけ
を行います。

（5）介護休暇等の介護に関する制度について、周知及び利用促進を行います。
（6）制度利用者の補充のために､代替職員の確保や人事的配慮を行います。

４　市民全体へ､そして社会全体ヘワークライフバランス理念の普及を目指します。
（1）職員一人ひとりが、市内の企業･団体､そして市民の牽引役となるという意識

を持ち､その役割を果たすよう取組みをすすめていきます。
（2）西東京市が目指すワークライフバランスの実現を市民とともに、市民全体へ、

そして杜会全体へ広げるよう､働きかけをします。
2010年3月31日

※1　西東京市ワークライフバランス推進労使宣言
～自分が変わる､まわりが変わる、上司が変わる、どこから変わる～

全体の約30％、さらに今後親の介護のため、フルタイム勤
務が困難な状況におかれる可能性が大きい50代が30％と
なっている。子育てや介護といった状況にある職員の支援
に軸をおいた取り組みを先行した結果から、子育てや介護
の状況を抱えていない40代後半から50代前半の職員への
負担が大きなっている。労働時間の削減対策とともにメンタ
ルヘルス対策も必要となっている。

いい
ね !すご
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【リフレッシュカード送付条件】

日本電気（ＮＥＣ）では、2012年4月に勤務間イン
ターバル制度を導入した。
制度導入に至った背景としては、2008年のリーマン

ショック以降、マネジメント強化による残業時間管理の
徹底とコミュニケーションの充実によるチームワーク向
上の観点から勤務制度の見直しを進めてきた。
時間外労働の縮減やマネジメント力の向上が進んで

いるかを確認するための労使委員会を設置し、定期的
に時間外労働や休暇取得の状況を協議し、各種施策を
展開した。その協議の中で、深夜残業者の翌日の勤務に
おける負荷をいかに軽減させるかが課題となり、勤務間
インターバル制度を導入するきっかけとなった。
また、日本電気労働組合は、生産性を高めて所定就

業時間内で仕事を終わらせる働き方改革を重点活動と
位置づけ、各支部において外部講師を招いた「働き方セ
ミナー」を継続的に実施している。また、年休取得促進
に向けた取り組みを労使で進め、ここ数年は年間15日
を超える取得状況にある。

■常日勤：8：30～17：15
■裁量労働制
■フレックスタイム制度
　（コアタイムあり（8:30～15:00））

プロフィール

ヒアリング：2015年6月25日実施
対応者：栗原　宣夫　副中央執行委員長

山中　しのぶ　中央執行委員

会社としても、事業部長以上を対象としたダイバーシティ推進講演会で小室淑恵さんから『経営戦略としてのワーク・ライフバランス』をテーマに講演を受
けることなどを通じて、時間単位の生産性を高める働き方やワーク・ライフ・バランスの重要性などに対しての意識も、より一層高まってきているそうです。

取り組みの背景

日本電気の勤務間インターバル制度について

（１）勤務間インターバル制度導入までの経過
〈勤務制度の見直し〉

●2008年のリーマンショック以降、現場レベルで労働時
間に関するマネジメントを一層徹底し、職場全体のコ
ミュニケーションをはかり、生産性を向上させることで、
結果として全員が早く帰るということを目的に勤務制
度の見直しをはじめた。

●毎月の残業時間や年休取得の実態、マネジメントの状
況について、労使協議を実施した。

〈フレックスタイム制度のコアタイムの変更〉
●会社が主張する始業時刻に全員が揃うことでのコミュ
ニケーションやチームワーク強化というメリットは残し
つつ、柔軟な働き方をある程度は認めることについて
労使で協議を行う。

●コアタイム（一斉就業時間帯）を8:30～15:00とする
フレックスタイム制度を導入し、柔軟な働き方を認める
こととした。

●残業削減など時間管理意識が高まったものの、育児・介
護者の仕事と家庭の両立への配慮や前日の深夜残業
者への負荷軽減への対応が課題となる。

【具体的な対応内容】
①育児・介護に係る遅出（遅刻）制度の導入
育児・介護者に対し、成績に影響させない遅刻を認める
こととし、月8回利用可能

②半日休暇の上限緩和
これまで10回が上限となっていたが、これを撤廃。

〈勤務間インターバル制度の導入へ〉
●総合労働条件改善闘争の交渉（春季交渉）などで働き
方全般についての協議を行うとともに、深夜残業者の
負担軽減をはかるべく、翌日の遅出を認めることを要求

した。その結果、2012年4月に勤務間インターバル
制度が導入し、終業時間が24時半以降となった場合、
翌日の遅出を認めることとした。

〈勤務間インターバル制度の運用検証・制度改正〉
●制度の利用実績や使いやすさなどの運用課題を把握
する中で、制度適用対象となる終業時間を1時間前倒
しすることを春季交渉で要求し、2014年4月より制
度の見直しが実現した。

日本電気労働組合では、年休の切り捨てゼロ、および年
休取得日数5日未満ゼロを掲げており、ここ数年の年休取
得は年間15日以上と高い水準で推移している。その背景と
しては以下のような取り組みが展開されている。
①リフレッシュカードの送付
年休の低取得者に対して『リフレッシュカード』（休暇取得

依頼）を上司と当該の組合員双方にe-mailにて送付し、年
休計画を勤務管理システムに入力することで、年休取得を
促進する仕組みであり、労使で合意した年休取得促進施策
の一環として取り組んでいる。

②休暇ビラ、ＷＬＢ（ワーク・ライフ・バランス）カレンダーの配布
ビルや事業所で、年休の取得を促すビラを配布している。

また、日本電気の勤務カレンダーに合わせて作成したカレン
ダーの作成・配布も行っている。
③ファミリーフレンドリー休暇の取得促進
一般的に『多目的休暇』と呼ばれる休暇制度で、医療・看

護や配偶者の出産、学校行事への参加、ボランティア活動
など様々な目的に使用することができる。年間５日付与され、
未消化分は翌年以降に繰り越され、最大20日まで積み立て
可能となっており、積極的に活用されている。

年休取得促進の取り組み

日本電気労働組合では、「働くことを通じて充
実した人生を送るために、生産性を高めて所定就
業時間内で仕事を終わらせる働き方改革」を重点

活動と位置づけ、
①残業をしない働き方を阻害する要因の把握
②働き方の見直しなどの意識改革
③家庭生活や自己研鑽などの、ワーク・ライフ・バランスの充実
を図るべく、各支部にて働き方セミナーや職場会を実施するな
どの取り組みを進めてきています。
勤務間インターバル制度についても、上部（産別）組織とし

て導入を促進していく方針が示されていたこともありますが、

日本電気労働組合として深夜勤務労働の実
態などを踏まえ、労使で協議を重ね、主体的
に導入しています。
また、未来（あす）のワークスタイル・ライフ

スタイルを提案するマガジンとして、『ＮＷＵ－
ＣＯＭ』（にゅーこむ）を定期発行し、株式会社ワーク・ライフバラ
ンスの小室淑恵社長やＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパンの堀越
学理事などのインタビューなども掲載しています。この中では、
「あと１時間の残業を削って新しい価値を取り入れることの必要
性」や「上司の方に向けてイクボスを勧める」などの記事もあり、
働き方の意識改革に向けて積極的な取り組みが行われています。

業　種

従業員数

平均年齢（組合員）

組合員数

組合員の範囲

対象労働者と労働時間管理の方法など

電気通信機器

23,982名

42.7歳

約12,000名
男性…約8,500名　女性…約3,500名

全社の従業員から、役割グレード制度適用者、
労使で協議決定した者を除く

「
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事例3

有給休暇取得日数
17.8日

（多目的休暇含む）

時間換算
137.9時間

2014年度の労働時間

年間時間外労働
198.4時間
（組合員平均）

年間所定労働時間

1,860時間

年間総実労働時間

1,920時間

NECグループ労働組合連合会
日本電気労働組合
（電機連合）

8月末

【勤務間インターバル制度導入までの経過一覧】

（２）勤務間インターバル制度の概要
深夜残業者の健康確保の観点から、終業時間が23時30

（３）勤務間インターバル制度の運用と課題
労使ともに深夜労働を削減していきたいという認識を共

有しており、そのうえで深夜勤務者への負担軽減を重視し、
労使で課題を共有しながら制度の見直し（改善）を行ってい
るのが特徴的である。
制度導入の際には労使それぞれで説明・周知はしている

ものの、導入後の利用実績は、制度利用の対象者数から考
えると多くない。事前の手続が面倒である、翌日に遅く出勤
することにより終業時間（拘束時間）も遅くなってしまう、そ
もそも繁忙ゆえ深夜残業を行っていることから翌日も遅く出
勤することは難しい、などの要因が考えられるが、引き続き
課題を把握しながら、過重労働防止に努めるとともに、より
よい働き方の構築に向けて取り組んでいる。

対象時点 年休取得日数

８日未満11月末
６日未満

2010年4月　フレックスタイム制度のコアタイム変更（コアタイム8:30～15:00）
2011年3月　春季交渉で働き方全般について協議
2012年3月　春季交渉で深夜残業者の健康配慮を求める
2012年4月　★勤務間インターバル制度導入
　　　　　　 →終業時間が24時30分以降となった場合、
　　　　　　　 翌日の勤務開始時間を終業から8時間以上空ける
2014年3月　春季交渉で勤務間インターバル制度の見直しを要求
　　　　　　 →さらなる時間の前倒し、運用の課題を協議
2014年4月　★勤務間インターバル制度の一部見直し
　　　　　　 →適用対象となる前日の終業時間を1時間前倒しする
　　　　　　 →やむを得ない場合は事後申請も可とする

年月 経過

9:30～18:15
（休憩1時間、実働7時間45分）

10:30～19:15
（休憩1時間、実働7時間45分）

【NECの勤務間インターバル制度】

前日の終業時刻 翌日の勤務時間帯
（勤務間インターバル実施日）

23:30～24:29

24:30以降
（徹夜勤務になる場合を除く）

分以降となることが見込まれる場合に、終業時刻に応じて
翌日の始業時間を繰り下げることができる。（以下参照）

いい
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く
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に
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ポスター、チラシ、パンフレット、パッケージ、広報誌、
記念誌、学習教材など多種多様な印刷やＷｅｂ・デジタル
アーカイブなどを自社内で一貫生産をするサンメッセ株
式会社では、顧客のニーズに応え、納期を守ることが使
命であるという働く意識のなかで、時間外労働は慢性化。
製造業でありながら、サービス業種に近い対応を余儀な
くされる業種でもある。最近では製造行程も短くなりス
ピードも求められていることから、代理店や販促チラシ
などの顧客を担当する営業部門では、恒常的に45時間
以上（時には100時間以上）の残業となり、休日出勤も
多くなっていた。また、年末や年度末などの繁忙期にな
ると製本や出荷業務など特に後工程の製造部門で残業
が増え、月60時間ではおさまらない状況にあった。
2014年に2月に労働基準監督署から是正勧告もあり、
今まで以上に時間外労働の取り組みに力を注ぐことと
なった。36協定を会社側に守らせる、組合員自らも守る
取り組みとともに、業務改善と作業効率の向上をめざし
て活動をすすめている。

プロフィール

ヒアリング：2015年6月26日実施
対応者：堀　哲也　執行委員長

取り組みの背景

具体的な取り組みの内容

①サンメッセの３６協定
▶時間外労働の限度時間
１日４時間、１カ月45時間、
１年間360時間
ただし、決算期などで納期が
間に合わない場合は、労使の
協議による「特別条項」で１
カ月60時間まで延長できる。
ただし、延長できるのは年間
6回まで。
製造部門：480時間まで
営業部門：540時間まで
▶休日労働
1カ月2日まで（半日や1時間でも）
▶適用者
「製造」「営業」「購買」「管理」などすべての社員（組
合員・パート・管理職を含む）に適用されている。
▶時間外労働の拒否ができる
組合側の通告により、36協定を破棄（時間外労働の
拒否）することができるようになっている。
※現在まで実行されたことはない。
▶時間外労働の集計をする専門部の設置
組合員の労働時間のデータを受け取り、残業時間の
チェック、休日出勤者をリストアップし、36協定が
守られるよう対策を行う。
▶残業中間報告会の設定
以前は毎月の安全衛生委員会（労使協議）で前月の残
業時間の結果をもとに協議をしていたが、事後報告の
ためタイムリーな対策ができないことから、毎月中旬
(15日前後)に営業本部長と製造本部長から残業状況

を把握し、45時間を超過しそうな組合員を申請させ、
60時間を超過しないよう事前に対策を取るようにした。
なお45時間～60時間の特別条項となる場合は、会社
側が該当する従業員に対して要請することとしている。
これは、従業員の判断ではなく、会社側に現場の状況
を認識してもらう対策の一つとしてとっている。
▶「みなし労働時間制」から「残業制」に見直し
残業の多い営業部門は「みなし労働時間」の手当制で
時間管理がされていなかった。実態把握を2年かけて
行ったところ60時間を超える残業時間とそれに見合っ
た手当ではないことが判明した。対策を取るためには
労働時間を適正に把握することが必要であることから
残業制に変更し、労働時間の管理を正確に把握できる
仕組みに見直した。

②年間休日の労使協議
３６協定をこれ以上短縮できない業務実態から、労働時
間短縮の策として、年間休日数を2010年111日から
2015年116日まで、毎年１日づつ増加している。これ
は、労働時間や休日に関する組合員の意見を反映し、休
日案を提示し労使で協議し決定されている。

今後の課題

ヒアリング終了後、工場見学をさせていただき
ました。企画、デザイン、製版、印刷、製本、製袋等
の設備をもって一貫して生産をする現場は、フル

稼働。働く皆さんも手を休めることなく、手際よく、丁寧に、プ
ロ技でお仕事をされていました。途中で機械を止めることがで
きない部門では、休憩時間も規則的にとれないケースもある
ようです。冒頭に委員長が「顧客のニーズに応え、納期を守る
ことが使命である」とおっしゃったとおり、そのことを働く皆さ

んの姿を見て確信しました。そんな忙しいなかにあるにも関わ
らず、私たちの姿をみると、どの部門の方々も作業の手を止め
「こんにちは～」と声をかけてきてくれました！とてもあたたか
く、明るい職場のみなさんでした！
忙しいなか、また時間外労働も常時あるなかで「メンタルヘ
ルス」の問題が気になり、お聞きしましたが「メンタルヘルスで
悩みを抱えている人はいないなあ～」とのお答えにも頷くこと
ができます。

業　種

従業員数

平均年齢

組合員数

組合員の範囲

印刷

724名（平成26年3月期）

36歳

623名
男性…467名　女性…156名

総務部総務課及び人事課と課長職以上を除く正社員
（パート・アルバイトは非組合員）

36
協
定
を
守
ら
せ
、守
る
取
り
組
み

サンメッセ労働組合
（UAゼンセン）　

事例4

有給休暇取得日数

平均9.9日
時間換算

79時間

2014年度の労働時間

年間時間外労働
304時間

（月平均時間外労働25.3時間）

年間所定労働時間

1,916時間

年間総実労働時間

2,220時間

③有給休暇の取得促進
「休もう」という意識を持つために、管理職も含め「有給
休暇年間取得計画表」※を提出。本人、課長、総務部そ
れぞれが管理する。取得計画表は、最低でも年間６日の
有給休暇取得日＋バースデイ休暇＋メモリアル休暇＋有
休消化日（全社休業）＋有休奨励日（稼働日）＝１０日間の
設定を行う。その結果、以前は、３～４日の有休取得が、現
在では平均10日の取得へと増加をみせている。まとめて
届け出る有給休暇は「休む」という意識改革に確実につ
ながっている。

実労働時間の正確な把握
ひとりひとりの毎日の労働時間を正確かつ確実に把握

問題点の顕在化
特定の人に負担が集中していないか？
無理・無駄な作業が発生していないか？

負担の軽減・業務改善・作業効率の向上、
フレックス勤務の導入
適正管理、チームによる負担の分散化、無駄な作業の廃止や
業務・フローの見直しなど。フレックス勤務の導入を検討中

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
個人が仕事もそれ以外の生活も充実でき、
健康でバランスの取れた働き方を実現

有給休暇年間取得計画表
届出日　平成　年　月　日

氏名 印

有給休暇有給休暇 有給休暇有給休暇有給休暇有給休暇有給休暇有給休暇誕生日休暇 メモリアル休暇

月　  日 

（　　曜日）

月　  日 

（　　曜日）

月　  日 

（　　曜日）

月　  日 

（　　曜日）

月　  日 

（　　曜日）

月　  日 

（　　曜日）

月　  日 

（　　曜日）

月　  日 

（　　曜日）

月　  日 

（　　曜日）

月　  日 

（　　曜日）

取得日

　月 　日

取得日

　月 　日

取得日

　月 　日

取得日

　月 　日

取得日

　月 　日

取得日

　月 　日

取得日

　月 　日

取得日

　月 　日

取得日

　月 　日

取得日

　月 　日

※

STEP

2

STEP

3

STEP

4

STEP

1
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2008年（平成18年）、生保業界全体で内部管理体
制の強化が進むなか、大同生命においても保険金支払
状況確認や各種管理体制の充実により、従業員の日々
の長時間労働は増加する一方であった。これに対し、従
業員の健康管理と業務効率化を目指して、労使協調の
うえでシステムを駆使した長時間労働抑制への本格的
な取り組みがスタートした。
大同生命で働く従業員は転勤の有無で、全国型・地域

型とコース区分される。年間総実労働時間は、以前に比
べれば全体的に改善されてきているものの、部門や担当
業務によっては長時間労働が未だに常態化、営業担当が
多い支社では、お客様の都合に合わせて活動するため、
日程が調整しづらく休日が取りにくいという悩みも抱える。
大同生命内務従業員組合は、一部管理職を除いた従業
員で結成されているが、労使ともに一丸となってワーク・
ライフ・バランスを推進しており、効率化をキーワードとし
た具体的な時短の取り組みを紹介する。

■常日勤：9：00～17：00フレックス・タイム制
（コアタイム有）：本社・支社事務担当者

■みなし制：営業担当者対象　約1,000人

プロフィール

ヒアリング：2015年6月29日実施
対応者：乾　　展郎　中央執行委員長

稲葉　　健　中央書記長
山本　宏樹　中央副書記長

取り組みの背景

具体的な取り組みの内容

（働く時間はパソコン上で徹底管理）
●2008年１月、パソコンが21時に強制的にシャットダウン、
本社では自動消灯となるシステムも導入した。2010年6
月には非役職者のパソコンを1時間半前倒しの19時半に
強制的にシャットダウンさせるシステムを開始。2013年9
月には役職者のパソコンを強制的にシャットダウンさせる
時間を21時から20時に1時間前倒しした。

●現在、生産性の高い働き方に向け、2013年9月から始まっ
た全社の全職員が年間平均で20時までの退社を実現する
「チャレンジ20」の取り組みに力を入れている。具体的に
は①東京・大阪の本社ともに20時で自動消灯②営業支援
端末、全社のパソコンは20時で自動的にシャットダウン③
組織別のログオフ分布や、職員1人1人のパソコンログオフ
時刻など勤務管理資料の配信時に平均退社時刻が20時
を超える部門・職員をアラーム表示するなど、強制力をもっ
たシステムの導入や勤務実態の開示を行っている。勤務管
理資料一覧を見た管理職が、長時間労働の目立つ従業員
に対し、早く退社するよう促している部署も複数あるという。

●業務の繁閑によっては、20時をやむを得ず超える日・月も
想定されるが、他の月に早帰り日を増やすなどメリハリあ
る働き方を通じて、年間労働時間の縮減をめざしている。
実際に取り組みを通じ残業時間は減少した。

●土・日曜、祝日、年末年始は会社全体でパソコンを終日停
止している。業務上やむを得ない事情がある場合を除き、
休日出勤を行わないようにするための取り組み。また、や
むを得ず休日出勤する場合は、パソコン利用事前申請に
おいて「振替休日取得予定日」を登録する。本社・支社で
は上司が個人単位または組織単位で月2回の早帰り日を
設定し、早帰り日には18時30分までに退社している。ど
ちらも不要不急な残業や休日出勤を抑制するねらいがあ
り、当該日には強制的にパソコンをシャットダウンさせるシ

ステムを運用している。
（有給休暇取得促進に向けた制度）
●労使協定によって、5営業日を含む７日間の連続休暇を計
画的に取得する制度であり、原則7月から9月の間に取得
することとなっている「計画年休」や、営業キャンペーンに
より多忙な特別月（6・7・10・11月）を除く8ヶ月間で、月１日
以上（年間8日間以上）の休暇を事前に設定・取得する制度
の「プラスワン休暇」がある。両制度合わせ、個人として年
間13日の取得を目標に2014年からスローガンとして掲げ
ている。2014年は、非役職者については目標を達成した。

●取得についてはどちらも事前に共通カレンダーの中にあ
らかじめ入力しておくことで、同じ課や係のメンバー内で
共有化し、計画的な業務の調整が可能となっている。

（組合員への啓蒙活動と実態把握）
●ワーク・ライフ・バランスは単に休むだけ、時短を行うためで
はなく、時間をうまく作り出して仕事へのモチベーションを高
め、個人の生き甲斐等に広げていくことである。この本来の
意味を伝えたいという強い想いから組合は2015年4月に
「ワーク・ライフ・バランスを実現するために」と題した小冊子
を作成した。「休むことが悪いことではない」「長時間労働が
評価される時代ではない」と意識させるために、研修の場で
配布している。小冊子の中ではワーク・ライフ・バランス実現
のためのヒントになるよう実際の取り組みや、その結果得た
ものなど、個人別・組織別それぞれ好事例を紹介している。

●人事評価・労働時間ついて、組合員を対象に毎年アン
ケート調査を行っている。労働時間の項目では平均出社
時間、早帰り日やプラスワン休暇の取得状況など、1年間
を通じた労働時間や休暇取得状況の回答を求めている。

ここ数年の取り組みについて、以前と比較して長時間労
働や休日出勤は確実に減少、本社・支社ともに有給休暇取
得日数も増加しており、制度面は一定程度整備されたと認
識している。しかし、職場への影響力が大きい管理職やお客
様の都合に合わせる営業職、代替要員の確保が難しい営業
所等の小規模拠点に勤務する従業員は時間の融通がきき
づらいため、制度を十分に活用できていないといった課題
がある。まだまだ個人差があり、職種や時期によっても「早く

帰れない」「休みが取れない」という声もある。会社独自の
取り組みであるプラスワン制度をまんべんなく機能させるた
め、労使ともに各機会を通じて労働時間縮減や有給休暇取
得促進を呼びかけている。
ワーク・ライフ・バランスの本来の意味を組合員と一緒に

考える時間を増やし、従業員自身の意識改革をすすめる必
要があるとし、組合独自で作成した冊子を配布するなど引き
続き啓蒙活動を行っていく。

今後の課題

「予定の時間内に終わらず、また超過」「気づく
ともうこんな時間！他の仕事がなかなか進まない
…」、職場によって会議の頻度は異なりますが、こ

のように感じた経験は少なくないはずで会議中のあるある体
験ではないでしょうか。
大同生命では、1時間の会議を、15分縮め45分間で終わら
せるよう会議時間短縮の取り組みを行っています。たとえ10
分、15分という少しの時間でも塵も積もれば山となるのです。
パソコン強制シャットダウンシステムを導入した当初、21・
22時過ぎ、終電前まで勤務することが当たり前だった人から
は「仕事が終わるわけない」「絶対ムリ」という反対の声が多く

出たといいます。しかし「今では決められた時間までに退社す
る、という文化が根付きつつあるのではないでしょうか。やっ
てみれば意外とできるものと感じています」と話す書記長。今
でも「仕事がまわらない」不満の声がないわけではないですが、
単純に諦めるのではなくその都度「何がネックなのか。どうす
れば早く帰れるか・休めるか」を細かく確認し、会社に提言して
います。こうした取り組みを通じて得た時間は、従業員の私生
活に潤いを与えるだけでなく、仕事の効率化にもつながります。
システム管理が整備され、「意識改革」という次のステージ
に進んでいる今、「休むことが悪いこと」「長時間勤務＝会社に
とって良いこと」という古い考え方の見直しに注力しています。

業　種

従業員数（正社員　内務従業員）

平均年齢（正社員　内務従業員）

組合員数

組合員の範囲

対象労働者と労働時間管理の方法など

生命保険業

3,104名

40.5歳

約2,742名（6/1時点）
男性…約1,521名　女性…約1,221名

内務職員（営業職員、労働協約で定めた一部管理職を除く） 

Ｐ
Ｃ
停
止
で
即
退
社
！
シ
ス
テ
ム
管
理
に
よ
る
時
短
の
取
り
組
み

大同生命内務従業員組合
（生保労連）　

事例5

有給休暇取得日数
11.1日

時間換算
77.7時間

2014年度の労働時間

年間時間外労働
328時間

年間所定労働時間

1,722時間
（246日×7時間）

年間総実労働時間

2,050時間

「早帰りできない、休暇取得できてない理由」等を確認し、
改善に向けた参考資料として活用している。

（その他）
●時短やワーク・ライフ・バランスについては年間を通じて取り
組んで入るが、毎年の春闘交渉においても要求している。春
闘後も、人事制度や就労環境について人事部と「人事総務部
小委員会」等で協議を継続。半期に１度、労使で「労働時間短
縮推進委員会」を開催している。職種・職場ごとの勤務管理状
況や休暇取得状況のデータを会社から提供してもらい、そこ
から浮き彫りとなった問題点への対応について協議している。

●2014年4月からは在宅勤務制度を導入、2015年5月か
らはフレックス制度対象者を支社事務担当者に拡大（以
前は本社のみ対象）する等、従業員の多様な働き方を実
現するための制度拡充も行っている。

▼Ｐ12～13

小冊子『ワーク・ライフ・バランスを実現するために』

▲Ｐ２～３

いい
ね !すご

く
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東急労働組合は、駅務・運転士・車掌・電気・保線・車両
等の鉄道に関わる現場を職場として働く従業員で構成
されている鉄道支部と、一般管理・企画・都市開発事業・
生活サービス事業等（現業職場以外）で働く従業員で構
成されている本社支部で組織されている。
鉄道現業職場はもちろんのこと、本社部門においても

職種が多岐にわたるため、休み方や勤務形態も様々で
ある。年次有給休暇は、シフト制の鉄道現業職場を中心
に計画的に取得しやすく、取得日数は17．2日、取得率
は86.4％（2013年度実績）と高い水準にあるものの、
職場・職種によっては取得率に課題もある。
一方で、時間外労働は、特に本社部門で長時間労働

の課題を抱えている。2010年には、1人あたりの生産
性を高めることや労働時間の適正化を目的に、7時間
33分だった本社勤務員の所定労働時間が8時間へ変
更されることとなった。労働組合としては、三六協定の
遵守を重点においた取り組み、ワーク・ライフ・バランス
の実現やダイバーシティの推進へ向けた取り組みを推
進すべく、通年的に会社と協議を行っている。
東京急行電鉄は重点施策として「ワークスタイル・イノ

ベーション」を掲げており、労働組合は使用者側ととも
に女性を含む多様な人材の活躍を支援するための制度
づくりを中心に取り組みを進めている。

プロフィール

ヒアリング：2015年7月6日実施
対応者：鴻野　拓也　書記長

取り組みの背景

具体的な取り組みの内容

▶36協定遵守に向けた会社側との徹底的な協議
時間外（早出・残業、法定外休日）労働の限度時間は、１カ
月45時間、労使の協議による「特別条項」で１カ月150
時間（早出・残業、法定外休日、法定休日労働）、適用でき
る回数は６回、１年で900時間（早出・残業、法定外休日、
法定休日労働）まで延長できる。また、休日（法定休日）労
働は1カ月3回までとなっている。
労使協議は適宜、36協定の締結は1年毎に行っている。
36協定の遵守に向け、会社側へ管理の徹底を促すととも
に労働組合としても必要に応じて個別に対応をとってい
る。2年に1度の労働協約改定時には所定労働時間の短
縮を要求する一方、まずは会社側に協定遵守への取り組
みについて協議を重ね、労働時間管理の意識啓発へつな
げている。労働時間管理については労使共通認識をもっ
て活動を進めることができている。
▶職場訪問で従業員の声を聞く
組合員の声を使用者側に伝えることは労働組合の活動の
基本であると同時にもっとも重要な取り組みとの考えから、
春季生活闘争の時期を中心に職場を訪問し、組合員と積
極的に意見交換を行っている。
▶バリュータイムの実施
2010年に本社勤務員の所定労働時間が7時間33分か
ら8時間に延びたことに対し、使用者側と再三協議を重ね
た結果、ひとつの対応策としてバリュータイムが実施され
ている。

バリュータイムとは、所定労働時間が27分延びた一方で
効率的な業務の推進を目指し、所定労働時間8時間のう
ち最後30分の就業を免除される制度である。１日の仕事
の進捗状況をみて、該当者が上司に申告し、適用される。

時間外労働の根本の原因は要員不足が大きく影響してい
ることから、要員増に向けた労使交渉を継続的に進める。同
時に36協定の遵守を進める運動を労使ともに行っていく。

できることから解決していき、所定外労働時間の削減から
所定内労働時間の削減へとつなげていきたい。

今後の課題

男性が中心の職場であった「東急電鉄」でした
が、今では女性の活躍を大きく期待し、その体制
を整えている企業となっています。その証とも言

えるのが・・・
■くるみんマークの取得
2007年4月に東京労働局長から「次
世代育成支援対策推進法」に基づく「基
準適合一般事業主認定」を受けました。
認定を受けたことで「くるみん」※の愛称
で呼ばれる次世代認定マークを使用でき
るようになっています。さらに、現在、従
業員の名刺などに印刷されています。

■なでしこ銘柄に認定
経済産業省が東京証券取引所と共同で、東証一部上場企業
の中から業種ごとに女性活躍推進に優れた企業を選定・発表
する事業です。女性活躍推進を重要な課題と捉えていること
や、「スライド勤務」をはじめとした柔軟な勤務時間などが評
価されたほか、高い有給休暇取得率の実績を加味され、平成
２４年度と２５年度に引き続き、３年連続で選定されています。

このような華やかな実績とともに歴史も大切にする労働組
合の姿勢が東急労働組合の事務所を置く東急労働会館前で
感じとれました。その証とも言えるのが下の写真です。

業　種

従業員数

平均年齢

組合員数

組合員の範囲

鉄軌道事業・都市開発事業、生活サービス事業等

約4,800名(2014年9月1日現在)

38.2歳

3,926名（２０１５年８月現在）
鉄道支部（34分会）2,589名　
　男性…2,441名　女性…148名
本社支部（14分会）1,337名
　男性…887名　女性…450名

東京急行電鉄株式会社に在籍する従業員
鉄道支部は、鉄軌道事業の現業職場
（駅務・運転士・車掌・電気・保線・車両等）
本社支部は、鉄軌道事業の現業職場以外
（鉄軌道事業本社部門・一般管理部門・都市開発事業部門等）

多
様
な
人
材
を
支
え
る
制
度
構
築
へ
の
取
り
組
み

東急労働組合
（私鉄総連）　

事例6

有給休暇取得日数
17.3日

2014年の労働時間
年間所定労働時間

▶スライド勤務の導入
勤務時間の柔軟性を高めるために、出社時間を7時30分
から10時30分まで30分毎に選択して出社することがで
きる「スライド勤務」を導入。仕事と家庭の両立サポート
等、ワーク・ライフ・バランス実現へ向けた制度として位置
づけられている。
▶育児休職の一部を有給化する制度
育児休職を取得すると基本的には無給であるが、配偶者
出産休暇（有給）や積み立てた保存年次休暇を育児休職
に充てることで、その部分を有給化することができる制度
であり、男性の育児休職の取得率を増加させることも目
的としている。

本社事務現業日勤

鉄軌・運転士 鉄軌・駅務員

1,928時間1,923時間

1,923時間1,717時間

●70形車輪　東急本社車輌部寄贈 ●転轍器標識　東急本社工務部部寄贈 ●動輪　国鉄動力車労組寄贈

いい
ね !すご

く

つなげ
ていく

ぞ!



15 16

北四国労働組合は、冷凍食品、その他食品の製造・販
売を行う「テーブルマーク」とそのグループ企業、アオイ
電子など、8社17支部によって構成される合同労働組
合（組合員数約900名）である。1975年（昭和50年）
11月に設立され、今年で40年目の節目を迎える。
製造部門で働く組合員によって構成されるテーブル

マーク支部においては、かつては時短の推進がはかられ
なかった時期もあったが、会社の事業再編などを経て、
2010年頃からは時短の取り組みが本格化しつつある。
製造業における時短の取り組みは、一般的な事務系の
仕事における時短の取り組みと異なり、常態的な人手不
足や生産性の問題、さらにはシフト制や交代制などの勤
務形態などと絡み合い、一朝一夕に行えるものではない。
すぐに結果には結びつかずとも、息の長い取り組みとし
て展開し、悩みながらも一歩ずつ・着実に前進する北四
国労働組合テーブルマーク支部の取り組みを紹介する。

タイムカードによる労働時間管理

プロフィール

ヒアリング：2015年7月6日実施
対応者：國方　利泰　執行委員長

取り組みの背景

具体的な取り組みの内容

（総実労働時間の短縮について）
●36協定は支部ごとに締結し、それぞれの工場の実態に
合った時間数で締結している。長時間労働が際立つ組
合員がいる場合には、時々の労使協議会などの場で協
議し、適時適切に対策を講じている。

（年次有給休暇の取得促進について）
●組合員に対して実施したアンケートによると、全体のう
ち20～30代の若手社員を中心としたおよそ2割の組
合員が1年間で1日も有給休暇を取得できていない実
態が浮き彫りとなった。取得日数も横ばいで推移してお
り、有給休暇取得促進の実効性ある対策が急務となっ
ている。今後、計画的休暇取得制度、メモリアル休暇制
度の導入など、休暇を取得しやすい環境整備に向けて、
労使で検討し協議を進めている。

（その他）
●会社との意見交換の場として、年6回の労使協議会を
開催している。労使協議会においては職場の環境改善
や労働条件改善交渉を主として行っているが、生産性
の向上など幅広いテーマについて意見を交わすととも
に、時短については春の労使協議会において要求書を
提出し、取り組みを進めている。

●時間外労働の実態についても労使協議会などで都度
状況を把握している。より厳格な労働時間管理とともに
事務の効率化をはかっていく。

●新入社員教育については、入社式終了後のオリエン
テーションに引き続き北四国労働組合について説明す
る時間を設けており、基本的な事項とともに時短につ
いてもレクチャーしている。あわせて、教育分野でも力
を入れており、ＵＡゼンセンが開催する研修への積極
的な参加や、北四国労働組合独自の研修を開催するな
どして、労働組合の活動への理解を深める機会を設け
ている。

●労働力人口減少のあおりを受け、人員の確保に苦慮して
いる。繁忙期には他の工場から人を融通したりしているが、
正社員の補充には至っていない。新卒採用は定期的に
行っているものの、育成には一定期間を要する。

●北四国労働組合テーブルマーク支部は、製造部門の社員
を中心にして構成されているが、同じテーブルマークの中
に事務系、営業系などの社員によって構成される別組合
がある。現在、北四国労働組合テーブルマーク支部の年
間所定休日数が116日であるのに対し、別組合は年間所
定休日数124日と、8日間の隔たりがある。工場の生産ラ
インはギリギリの人員で回しているため、年間所定休日
数を増やすと生産性に大きく影響してしまう部分もあるが、
同じ会社で働いていて休日数が異なる実態に組合員から
も改善を求める声が出ている。

　これまでも毎年1日ずつ年間所定休日数を増やす交渉を
行い、成果を残してきたところだが、組合間で休日数に開

きがある実態を改善するために、来春の取り組みにおい
ては、休日を2日間増やす要求書を提出し、4年で8日の
差を埋めるべく、より踏み込んだ交渉を行い、早期に格差
を解消できるよう、議論を進めていく。

●慢性的な人手不足により長時間労働を余儀なくされ、体
調を崩す社員が散見される。今後、会社の人事制度の見
直しにあわせて、問題点を提起し協議を進めていく。

●年次有給休暇については、取得しやすい雰囲気づくり・環
境づくりの途上である。「休むと他人に迷惑がかかる」「仕
事が増える」などの理由から年次有給休暇を取得しない
社員が少なくない。休日出勤を代休振替で対応している
社員も多く見られる。この点、サブ担当者がいれば、メイ
ン担当者不在時の対応が可能となるが、サブ担当者が不
在であったり、育成中であるということも、休暇取得が進
まない原因の一つとして考えられる。

今後の課題

社員の日々の頑張りにより会社の業績が改善
され、賃上げ・一時金について昨季を上回る回答
を引き出すことができました。社員の努力を会社

が適正に評価をし、賃上げや一時金という形で応えたことは、
社員のやりがいにつながりました。また、時短に対する会社の
理解もあり、所定労働時間の削減を着実に進めたり、育児休暇
の取得が進むなど、全体的に良い方向に向かっているところ
です。
今後これらの取り組みを引き続き展開し、強化することはも

とより、評価制度の適切な運用などを通じ、組合員のやる気向
上、生産性向上に結びつけられるよう、組合としても会社の各
種施策に積極的に関与していくとともに、時短の取り組みをは

じめ、様々な労働条件向上や生産性向上の運動を進めていき
ます。
製造業における時短推進に特効薬はありません。労使で心

を合わせ、知恵を出し合い、工夫をしながら、日々取り組みに
努めています。

業　種

従業員数

平均年齢

組合員数

組合員の範囲

対象労働者と労働時間管理の方法など

製造業

1,739名（2015年7月1日現在）

男性…38.0歳　女性…43.6歳
（勤続年数：男性…12.7年　女性…16.4年）

399名
男性…236名　女性…163名

次に該当する従業員以外
・マネジメント職
・工場勤務者以外
・会社と組合が協議のうえ除外する社員

製
造
業
に
お
け
る
時
短
の
取
り
組
み

北四国労働組合
テーブルマーク支部
（UAゼンセン）　

事例7

有給休暇取得日数 時間換算

2014年度の労働時間

年間時間外労働

年間所定労働時間 年間総実労働時間

●ワーク・ライフ・バランスについては、ＵＡゼンセンの指
導のもと「アクションプラン」を支部ごとに策定し、仕事
と生活の調和、女性比率の向上などに向けて日々取り
組んでいる。

76.0時間（工場）
64.0時間（テーブルマーク全体）

2,000時間（工場）
1,928時間（工場以外）

2,218時間（工場）
1,928時間（工場以外）

334.8時間（工場）
328.8時間（テーブルマーク全体）

9.5日（工場）
8.0日（テーブルマーク全体）

【年間所定休日数の拡大交渉の成果】

2010

2012

2013

2014

2015

年 日数
111→112

112→113

113→114

114→115

115→116
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ＮＴＮ労働組合の休暇取得運動は、支部（現場）が中
心となり、組合員を巻き込んだ取り組みや労使協議を徹
底して行いながら、試行錯誤を積み重ねてきた長年の経
緯の上にある。さかのぼること1974年(昭和49年)、桑
名工場において使用者側が「不就業」（休まないこと、
長く働くこと）を重視する就業管理を進めたことに対し
て、労働組合は、年1回以上は長期の休暇を取ることや、
年5日以上の年次有給休暇を全員が消化することを確
認し、組合員に周知をはかった。以降1975年（昭和50
年）は、その年度の新規に発生した有休の半分以上(20
日発生の人は10日以上)を取得する方針を、1978年
（昭和53年）には、「未達成者が発生した職場について
は、36協定を締結しない」方針を会社に示し、休暇取得
の推進をはかり、翌年には、この取得目標の設定を全支
部へとひろげた。その結果、1980年（昭和55年）には
有休取得率は69.6％と一定の成果につなげることがで
きた。1981年（昭和56年）、さらに取り組みを発展させ
るために、中央本部がより中心となって取り組むことを
確認し、ＮＴＮ労働組合としての休暇取得運動の本格的
なスタートをきった。
ＮＴＮ労働組合の労働時間短縮の取り組みは、これま

での取り組みの経過を踏まえつつ、企業を取り巻く経営
環境や従業員の働く環境、生活スタイルの変化に配慮し
つつ、継続的かつ手を緩めることなく、粘り強く進められ
ている。

プロフィール

ヒアリング：2015年7月8日実施
対応者：江上　学　中央執行委員長
　　　  谷口　和雄　中央書記長

取り組みの背景

具体的な取り組みの内容

（１）休暇取得運動の強化
①「切り捨てゼロ」の取り組み

新年度に付与される年次有給休暇は、次年度までに取
得しなければ失効することになる。
最終目標として「切り捨て日数ゼロ」をめざしつつ、当

面は「少なくとも付与日数の80％を取得する」という目標
を掲げ、その達成に向けて活動を展開している（現時点
で、失効する有休を積み立てる制度の構築を求めていな
い）。

労働時間短縮の取り組みは、有給休暇の取得促進と時間
外労働の短縮を柱に進めている。とりわけ、有給休暇の取
得促進においては、平均取得日数、取得率をみると高水準
ではあるものの、事業所によってバラツキがある。特に営業
職が在籍する東京支部や本社支部では取得が低く、今後の
課題となっている。

最終目標として「切り捨て日数ゼ
ロ」（失効ゼロ）をめざし、当面は「少
なくとも付与日数の80％を取得する」
という目標を立て、この目標の100％
達成に向けて活動を展開していく。

今後の課題

厚生労働省「就労条件総合調査（2014年11
月公表）」によると、2013年の年次有給休暇の
取得日数は9.0日。このような状況のなかで、ＮＴ
Ｎ労働組合の取得日数は、17.9日！この実績は労

働組合の働きかけの強さの証です。自分の有給休暇をすべて
使いきる事は、チョット勇気が必要です。「何かあった時にとっ
ておきたい」「仕事が忙しい」「他の人に迷惑がかかる」「休ん
でも特にやることがない」といった組合員の声に対しても、労
働組合の粘り強い対応と具体的な対応策により、背中を押さ
れ取得につながっている様子が伺えます。組合員の中には「組

合が休めといったから休んだ」と言って満足された休暇を取ら
れた方もいるようです。誰かが仕事を休んでもその仕事を他
の人もできるように日頃から体制を整えたり、何かあった時に
とっておきたいと言って、結局何もなかった人が大半を占めて
いる実態や万が一何かあった場合でも一緒に対応策を考える
労働組合の対応が組合員にとって信頼のおける存在である事
が感じとれました。
特別な事情を抱えた人だけが優先して取れる休暇ではな

く、職場で働くすべての人が、遠慮なく休める環境づくりは、す
べての人のワーク・ライフ・バランスへと通じています。

業　種

従業員数

平均年齢

組合員数

組合員の範囲

軸受・ドライブシャフト・精密機器の製造・販売等

約6,600名

39.5歳

5,009名（2014年6月現在）
男性…4,605名　女性…494名

経営職、管理職（課長以上）、試用期間中、
有期雇用者を除く従業員 
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ＮＴＮ労働組合
（JAM）　

事例8

有給休暇取得日数
17.9日/人

時間換算
136.3時間/人

2014年度の労働時間

年間時間外労働
118.01時間

年間所定労働時間

1,878時間

年間総実労働時間

1,860時間

②４連続休暇取得への取り組み
土・日を含む4日以上の長期連休を1人年1回以上取得

することを目標に進めている。2013年度の連続休暇取
得率は62.0％となっている。
③休暇取得チェックカードの活用で自己管理の徹底

支部ごとに「休暇取得チェックカード」を作成・配布し、
組合員の休暇取得に向けた意識の醸成と取得の徹底を
はかっている。写真のとおり、年間カレンダーに自分の休
暇取得予定日や取得実績、時間外労働時間なども記入す
る。「私の有給休暇最低取得目標日数」も設定し、3カ月
毎に取得状況をチェックする。

④休暇取得目標未達成者には「警告ビラ」を配布
職場別の休暇取得状況は、組合として3カ月に1回実

績を把握し、進捗状況を確認している。取得実績の低い
職場の管理職とは、取得しやすい職場環境づくりに向け
て話し合い、取得目標の未達成の組合員に対しては、組
合執行委員との面談やイエローカードを配布するなど、
取得促進がはかれるよう労使双方に対し粘り強く働きか
けを行っている。
⑤職場の壁などには、全員の勤務表やシフト表を掲示し、
休暇取得の促進をはかる
各職場では1～2カ月分の勤務表を掲示し、それぞれ休

暇取得予定日を記入するなど、お互いの状況を確認しな
がら、取得促進をはかっている。

（２）所定内労働時間の短縮の取り組み　年間休日106日が120日へ
15年前の1990年に、中長期的に「年間休日125日」

の実現に向けた労使協議をスタートした。継続的に協議
を積み重ねた結果、1990年以前は106日であった年間
休日数は、生産性を維持・向上させることを前提に、労使
で協議を重ねた結果、1997年に120日まで増やすこと
ができた。

1990年以前

1990年

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1997年

休日

６日増

２日増

２日増

１日増

１日増

１日増

１日増

年間休日

１０６日

１１２日

１１４日

１１６日

１１７日

１１８日

１１９日

１２０日

１日の労働時間を10分延長し、
稼働日数259日を253日とし、
6日分を休日へ。

メモリアル休日（１日）を導入

（３）時間外労働の削減に向けた取り組み
労働時間は、入退館の時間をＩＤカード、PCのログイン・

ログアウト時刻を客観的なデータとして把握しつつ、自己
申請の出社・退社時刻によって時間外労働の管理を行って
いる。客観的データと自己申請された労働時間の差異は
労働組合として比較・検証し、時間外労働の実態を把握し
たうえで、労働時間管理の徹底をはかっている。結果につ
いては、3カ月毎に開催する支部での労使協議で確認する。
２０１３年3月以降の36協定締結期間は、全支部とも労

働時間管理の実態にもとづき、期間確認（これまでの最短
期間は３カ月毎）することを中央労使協議会で締結確認し、
労働時間管理の徹底をより一層進める体制をとっている。

組合事務所の応接間に飾られていた、組合員手作りのキャラクター
有給休暇取得状況

15.8

17.7
18.3

15.5

18.6 18.5 18.0
17.1

17.8
18.4 17.9 17.6

79.3
89.3 92.2

79.2

93.6 94.3 91.9
88.3 91.9

92.9

92.5 89.8

57.3

87.7

90.3

85.8

88.1 91.1 90.0
81.8

90.5
91.8

92.6 90.8

0

20

40

60

80

100

0

5

10

15

20

平
均
取
得
日
数（
日
）

平均取得日数（日） 平均取得率（％） 目標達成率（％）

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

平
均
取
得
率
と
目
標
達
成
率（
%
）（年度）

いい
ね !すご

く



19 20

スギ薬局は1976年創業で、関東・中部・関西エリアを
中心に950店舗を構えている。売上高や営業利益は
年々伸びてきており、「目の前のたった一人のお客様を
大切に、地域の『かかりつけ薬局』を目指す」ことを理念
にして、地域医療の拠点をめざしている。その中で
2002年に結成されたスギ薬局ユニオンは、スギ薬局で
働く社員およびパートナー社員で構成される労働組合
である。設立当初、専従者1名・組合員855名でスタート
した同労組は、設立から13年目を迎えた現在、専従者6
名・組合員4,000名超と大きく拡大した。
組合設立当初からのこだわりとして展開している「全

店舗オルグ活動」や、全組合員を対象にしたアンケート
などからは「有休が取得できるようにしてほしい」という
時短を求める声も多く聞かれる。「『働きがい』を基軸と
した『生きがい』の実現」をめざすことを理念に掲げ、
「自分たちの会社は自分たちでよい会社にする」意識の
もと、労使が両輪となり「社員の幸せ」に向けベクトルを
合わせ、着実に時短を進めるスギ薬局ユニオンの取り組
みを紹介する。

全正社員
時間管理の方法：IDカード
36協定は店舗ごとに締結。特別条項はなし

プロフィール

ヒアリング：2015年7月14日実施
対応者：小澤　政道　中央執行委員長

取り組みの背景

具体的な取り組みの内容

●年間総実労働時間の長さが目立つ。ワーク・ライフ・バランスの
観点からも取り組みを強化していく必要があり、2020年までに
2050時間以内とする目標を掲げ、取り組みを展開していく。

●所定外労働時間の削減が課題となっている。法律で薬剤
師・登録販売者などの有資格者を店舗に配置することと
なっているが、その数が絶対的に不足しており、今現在店
舗で働いている有資格者の所定外労働時間増加の一因
となっている。あわせて、折からの景気回復によりパート
ナー社員（非正規社員）の採用が困難になっており、有資
格者不足と相まって、所定外労働時間削減の障壁となっ
たり、年次有給休暇所得の障壁となったりしている。前述
のアンケートにも「有給が取得できない」という声が多数

上がっており、生産性向上タスクフォースの場でムリ・ム
ラ・ムダの排除について論議を行うなど、労使協働の取り
組みを展開し対応していく。

●平均勤続年数が5.4年と短い（男性6.4年、女性3.9年）。こ
れはスギ薬局のみならず業界全体における課題であり、業界
内において有資格者の「取り合い」が激化しているからと考
えられる。薬剤師不足（採用難）により、現在働いている薬剤
師の総実労働時間が延びて負荷がかかることとなり、薬剤師
不足が時短の阻害要因の一つとして見る向きもある。

今後の課題

スギ薬局ユニオンでは「働きやすい職場環境」を
めざし、年度ごとにテーマを決めて労使で協働して
取り組むことを宣言しています。2015年度の宣言

書では「自分の成長と幸せのために　活き活きとした『働き方』
を実現しよう！」をスローガンに掲げ、具体的な取り組みに「正確
な打刻の実施」として、サービス残業の撲滅が強く訴えられてい

ます。全店舗に配布されている宣
言書のポスターには、ユニオンの
中央執行委員長と会社の代表取締
役社長が肩を並べて「協働して」
取り組む姿勢が前面に打ち出され
ていて、全店舗オルグ活動で委員
長が店舗を訪問すると「ポスター
で見たことある顔だ～」と親しみを
もって声をかけられるそうです。
さらに、3か月に1回発行してい

るスギ薬局ユニオン機関誌「絆」

においては、自分のことが掲載されていれば機関誌を見てくれ
るということで、組合員を顔写真入りで掲載したり、様々な特集
を組んだりしています。
このようにスギ薬局ユニオンではポスターや機関誌の発行に
際して、内容や見せ方にいろいろな仕掛けや工夫をしています。
ぜひ皆さんもお試しください！

業　種

従業員数

平均年齢

組合員数

組合員の範囲

対象労働者と労働時間管理の方法など

ドラッグストア

17,066名（2015年7月1日現在）

33.5歳（組合員平均）
男性…35.4歳　女性…30.7歳

4,249名
男性…2,313名　女性…1,936名

（正社員）店長、社内等級MP3、60歳まで者
（パートナー社員）社内等級6等級以上かつ
週30時間以上勤務の者

若
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スギ薬局ユニオン
（UAゼンセン）　

事例9

有給休暇取得日数
5.4日

（2013年度実績）

時間換算
43時間

（2013年度実績）

2014年度の労働時間

年間時間外労働
173時間

（2013年度実績）

年間所定労働時間

2,040時間

年間総実労働時間

2,170時間
（2013年度実績）

ガイドブックは
①上司からの「仕事と育児の両立」
サポート

②結婚・出産・子育ての手続き、制度
の流れについてまとめています。

できるだけ多くの組合員の写真を掲載するとともに、新入社員特集など時々のト
ピックス、かゆいところに手が届く各種共済金（助成金）の案内、会うようで会わ
ないグループ他社で働く社員の紹介など、様々な企画で機関誌の購読率UP！

（2015年度の活動）
●2015年度活動の柱の一つである「現場現実」の取り
組みに「全店舗オルグ活動」がある。組合役員が950
か所すべての店舗を訪問し、「人が足りない」「休みが
取れない」という「現場の声」を聴いている。あわせて、
全組合員対象のアンケートも実施し、制度の理解度や
生産性向上についての意見などを集約している。これ
ら全店舗オルグ活動やアンケートにより得られた組合
員の生の声を労使協議会の中で共有し、様々な施策に
活かすとともに、組合員の声を機関誌に掲載するなど
して情報の横展開をはかっている。

●「経営参画」の活動としては、労使によるタスクとして
「生産性向上タスクフォース」と「女性活躍推進タスク
フォース」の2つを立ち上げ、様々な取り組みを進めて
いる。その他「USR」（労働組合の社会的責任）におい
ては被災地ボランティア、「絆サポート」においては各
種レクリエーションの開催、「教育サポート」においては
流通視察セミナーなどを行っている。

（総実労働時間の短縮について）
所定労働時間の短縮策の一つとして所定休日数の増加
に取り組んでおり、毎年春の取り組みの際に要求書を提
出して交渉し、成果を挙げている。直近の2015闘争にお
いては、要求どおり3日間増えて所定休日数は113日と
なり、結果、所定労働時間は年間2016時間となった。

（年次有給休暇の取得促進について）
年2回の4連続休暇（所定休日に有給休暇をプラスする）
の取得促進を進めている。制度とはなっていないが、上司
が率先して取得するなどして、現在3～4割の従業員が年2
回の4連続休暇を完全取得している。2015闘争において
は、4連続休暇にさらにプラスして年次有給休暇の取得を
推進していくことを労使で確認している。引き続き会社の
職制ラインを通じて働きかけをしたり、店長会議の場で話
題にするなど、様々なチャネルを通じて取得促進をはかる。

（その他）
●44.5％の社員が20代の社員であり、正社員平均年齢は
33.5歳（組合員平均）と比較的若い。また、2015年4月
に採用した400名の新卒者のうち半数は女性であり、全
従業員に占める女性の割合も約4割となっているが、管
理職に占める女性の割合は1割にも満たない。女性が「働
き続けやすい」「活躍できる」会社にしていくため、労使
でタスクを立ち上げ、女性が活躍している企業のノウハウ
を取り入れるべく、企業の個別訪問を行うなどしている。

●「ダイバーシティ推進委員会」において、「仕事と育児の
両立支援ガイドブック」を会社の協力を得ながら作成し、
出産前後の女性社員だけでなく、管理者を含め全員に
配布し、両立支援についての理解・浸透をはかっている。

●出産を機に退職する20代後半の社員が多いため、そ
ういった社員が日々の悩みを共有し、解決策を見出す
コミュニケーションの場として「ママ友会」（通称：「すぎ
ピヨ会」）を東京・名古屋・大阪で開催し、女性が働き続
けられる環境整備をはかっている。

※2014闘争においては賃上げ闘争に特化

年度

所定休日数

所定労働時間数

2015

113

2016

2014

110

2040

2013

110

2040

2012

109

2048

2011

107

2064

2013
2040（110）

173
43

2170

年度
所定労働時間（所定休日）
所定外労働時間
有給取得時間
総実労働時間

2011
2064（107）

195
36

2223

2012
2048（109）

229
42

2235

ガイドブックの冒頭には、部下から妊娠の
報告を受けた際の対応として「まず、『お
めでとうございます』と言いましょう」とあ
ります。なんだかあったかくてステキです！

▲委員長と社長がタッグを組む写真を掲載して、組合員の信頼感UP！
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新日鐵住金労連では、2006春闘（旧新日鐵）におい
て、実労働時間短縮に向けて、「2006年度、2007年
度の平均年休取得日数を2005年度との比較において
2日間増加させること」を要求し、会社は「諸施策の推進
により、平均年休取得日数を、現状より年間で2日程度
増加させるよう努める」との具体回答を示した。「年休
10日以上取得運動」は、2006春闘以降から生まれた
ものだ。
また、2007年より「仕事と調和の取れた働き方（ワー

ク・ライフ・バランス）」に関する労使話し合いの場を設
置し、定期的に年2回ほど実施している。労使でワーク・
ライフ・バランスの重要性を共有し、具体的な施策につ
いて話し合いを行っている。
新日鐵住金労連は18の単組により構成されている。

会社との定期的な話し合いは、労連・単組ともに行って
おり、労連では全社の年休取得状況や実労働時間削減・
年休取得促進等の取り組みの方向性等について意見交
換を行い、各単組においては、箇所・職場の状況を踏ま
えた話し合いを行っている。こうした労使の継続的な話
し合いを通じて年休取得促進等、ワーク・ライフ・バラン
スの実現に向け取り組んでいる。

プロフィール

ヒアリング：2015年7月15日実施
対応者：幸野　直通　書記長

佐藤　　猛　書記次長

取り組みの背景

新日鐵住金の取り組み

１．年休10日以上取得運動
新日鐵住金では、2006年以降、特に年休取得の少ない
人の実績を向上させる観点から「年休10日以上取得運
動」を推進している。個人ごとに最低10日の年休が取得
できるように、また、個々人が昨年よりも1日でも多くの年
休を取得する取り組みも含め、社員全体の年休取得実績
の向上をめざしている。足元、従業員の4分の3以上が10
日以上の年休を取得し、年休取得実績も会社統合以降、
年々増加している。管理職から従業員へ取得を促すなど、
操業・整備職場やスタッフ系職場などの現場実態に沿っ
て運用している。

２．計画年休
計画年休の推進に関しては、出勤土曜日や取得ニーズの
高いゴールデンウィークの飛び石連休、夏休みの時期に
年休取得奨励日（一部箇所では計画年休）を設定してい
る。また、本社地区を中心に、政府による節電施策の定着
（＝節電）要請を踏まえ7月・8月の時期には「エコ年休」と
いう名称で金曜日を基本に数回の年休取得奨励日を設
定している。

３．ニーズに合った休暇制度
有給休暇を取得できない理由として「病気や急な用事の
ために残しておく必要があるから」という声を聞く。念の
ために残した有給休暇がそのまま失効してしまう現状が
ある。
新日鐵住金には、そんな課題を解決する休暇制度がある。
福祉休暇は傷病時（連続5労働日）や子の養育、育児休業
期間への充当等のために取得できる休暇制度で、年次有

給休暇の残日数のうち20日を超える部分につき毎年5日
を上限に積み立て、累積50日まで積み立てることができ
る。こうした休暇制度があることで、病気や緊急時のため
に有給休暇を残しておく必要性が低くなり、取得日数の向
上につながっている。

４．サポートしあう風土
「休むと職場の人に迷惑をかけるから…」。有給休暇を取
得できない理由として、こうした声を聞く。新日鐵住金で
はこうした要因を排除するために、年休取得計画を共有
化したうえで、各人が機会を逃さず年休取得できるよう管
理職の配慮や業務調整を行うなど、年休を取得しやすい
職場環境づくりに取り組んでいる。こうした取り組み等を
通じて、職場においては年休を取得する際に「かわりにや
るよ、お互い様だよね」といった言葉をかけあう風土が拡
がっている。

５．人員の確保
近年、東アジアを中心に新たな製造拠点が作られており、
グローバル競争が熾烈化している。国際競争力を高める
ために重要となるものが人材である。新日鐵住金におい
ては、「総合力世界No.1の鉄鋼メーカー」の実現に向け
て、本年３月に発表した２０１７年中期経営計画の推進に
あたり、「現場力・人の力」の再構築に向けた取組みが極
めて重要であるとの認識を示している。そうしたこともあ

１．常昼勤務者の年間所定労働時間1,800時間台の到達
（現在、1,908時間）
２．年休の完全取得（失効年休ゼロ）
３．時間外・休日労働の削減
（●設備上の事情による過勤務を防ぐため、安定操業に資

する設備対策

●業務の効率化や平準化
●特定の人に負荷をかけないため、管理者の的確なマネ
ジメント　等を求める）

これらにより、年間総実労働時間1,800時間台の達成

今後の課題

新日鐵住金は、新日本製鐵と住友金属工業が
2012年に合併した企業です。それに伴い労働
組合も再編があり、賃金体系などのさまざまな社

内ルールの統一を乗り越えました。
基幹労連の挨拶が「ご安全に!」であることに象徴されるよ

うに、金属産業は安全が重視される職場です。人事異動があっ
た際に異動先で就業上のルールが異なることは安全上の懸念
が生じるため、全所でルールを平準化しています。
そうした背景があるため、新日鐵住金の有給休暇取得推進
の取り組みも各箇所・各組合に任せるのではなく労連で交渉を
行い、全体でのルールの平準化をはかっています。ヒアリング
の際に「人事異動があったときに、あっちはあっちのルール、
こっちはこっちのルールだったら大変でしょ」と優しい表情で
お話していたことが印象的でした。
年休10日以上取得運動をはじめとする上記取り組みも「制
度化は労連で、実際の運用は現場の実態に合わせて」といっ

た形が多くあります。職場全体の雰囲気作りのためにも制度
化は全体で行い、より実効性を高めるために運用は現場で
行っています。こうした労連の結束力と役割分担が有給休暇
の取得促進につながっていると言えるでしょう。

業　種

従業員数

平均年齢

組合員数

組合員の範囲

製造業（鉄鋼業）

２６，１１０人〔新日鐵住金株式会社のみ〕

39.2歳〔新日鐵住金株式会社のみ〕

26,757人〔21,549人〕
男性…23,342人〔19,897人〕
女性…3,415人〔1,652人〕
※〔　〕は、新日鐵住金単独の人数。

ＡＭ以下（係長、主査以下）

「
年
休
10
日
以
上
取
得
運
動
」の
取
り
組
み

新日鐵住金労働組合連合会
（基幹労連）

事例10

有給休暇取得日数
13.3日

時間換算
99.5時間

2014年度の労働時間

年間時間外労働
333.4時間

年間所定労働時間

常昼1,908時間
交替1,899時間

年間総実労働時間

2,089.3時間

り、技術・技能伝承や知識・技能レベルの底上げに向けて、
必要な人員の確保を行うためこの中期経営計画では
1,300人/年を採用するとしている。
また、組合側にとっても人員の確保は、育成や技術・技能
伝承はもとより、ワーク・ライフ・バランスを実現するため
に重要であると認識している。

右は新日鐵住金労連の機関
誌。毎号「単組通信」が掲載さ
れ、労連としての結束力の高さ
が現れている。

いい
ね !すご

く

みんな
で

助け合
ってい

るよ!
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JX日鉱日石エネルギーは2010年7月に旧新日本石油
と旧ジャパンエナジーとの統合によって発足した会社であ
る。ＣＳＲ（企業の社会的責任）を果たす取り組みを重視す
る中で、従業員もその担い手であると同時に重要なステー
クホルダーの一員と捉え、ワークライフバランスの実現に
よる社員の働きやすい職場環境づくりに取り組んでいる。
その中でワークとライフの双方を充実させるためには、「時

間外労働（残業）の削減」が必須であるとの認識に立ち、残業
の原因について従業員アンケート調査で把握した上で、意識改
革やマネジメント改革の両面から施策を検討した結果、2007
年に『さよなら残業～Ａｃｔｉｏｎ８～』と名付けた施策を導入し、
様々な観点から残業削減に向けた取り組みを展開している。
また、年休の積極的な取得に向けても「第1連続休

暇」「第2連続休暇」「メモリアルデー」などの制度を労
使間で協定化し、高い年休取得率を実現している。
ＪＸ日鉱日石エネルギー労働組合としても、会社側の取

り組みに積極的に協力し、労使一体となって残業の削減と
年休の取得強化の取り組みを展開している。

■常日勤：9時00分～17時30分
■フレックスタイム制度
　（コアタイムあり（10:00～15:00）※）
　※育児、子の看護を事由とする場合は
　　コアタイムの欠勤をフレックスマイナス
　　として取り扱う
■裁量労働制

プロフィール

ヒアリング：2015年7月15日実施
対応者：深谷　愼太郎　調査部長

取り組みの背景

さよなら残業～Ａｃｔｉｏｎ８～の概要について

年休取得促進の取り組み

組合員の意識・実態把握

JX日鉱日石エネルギーにおいて、企業の活力を高めるた
めにも「ワーク（仕事）とライフ（生活）をそれぞれ充実させ、
高い次元で双方をバランスさせることにより、会社は生産
性を向上し、従業員は持てる能力を最大限発揮し、メリハリ
のある働き方を可能とする」ことが重要と考えている。
そのための方策として労働時間管理、つまり時間外労働

（残業）の削減に焦点を当てている。
時間外労働の原因について従業員アンケートを行った結果、①

業務量が多い、②業務分担が不適切、③組織・マネジメント上の課
題のために業務遂行に時間を要する、という3点が課題として浮
き彫りになったため、残業を前提とした考え方を見直す意識改革
と管理する側のマネジメント改革の観点で取り組み施策を検討し
た結果、8つの運動が抽出された。これを『さよなら残業～Ａｃｔｉｏ
ｎ８～』と名付け、様々な取り組みを展開している。（下図参照） ●「さよなら残業～Ａｃｔｉｏｎ８～」の取り組みの定着率は上

がってきているものの、現時点で残業削減や年休取得につ
いて劇的な効果が出ているとは言えず、取り組みは途上に
ある。また、業務量が多く、なかなか仕事を減らす（効率化
する）ことができていない事業所もあることも課題である。

今後の課題

ＪＸ日鉱日石エネルギーでは、残業削減や年休
取得促進に向けて、労使が一体となり、様々な取
り組みを展開していることが強く感じられました。

「総労働時間削減に向けた労使検討会議」は、本部だけでなく支
部単位で設置されており、『さよなら残業～Ａｃｔｉｏｎ８～』で掲げる
８つの取り組みをいかに実践し、改善をはかっていくのかについて
各支部（現場）で議論を重ね、実際に取り組みが展開されています。
中央の労使でそうした支部（事業所）ごとの取り組み事例を取りまと

め、共有しているのですが、手順書・業務フローの整備・有効活用、ノー
残業デーの周知徹底や労使での職場巡回、夕方以降は会議・ミーティ
ングを設定しないなど、本当に多くの改善事例が報告されています。

突発的なトラブルや顧客対応などで全体の時間外労働はなかな
か減少していないものの、労働組合が定期的に発行している機関
誌などを見ても、連続休暇やメモリアルデーの高い取得率により、
従業員のみなさんがいきいきと働いていることが感じ取れました。

業　種

従業員数

平均年齢（組合員）

組合員数

組合員の範囲

対象労働者と労働時間管理の方法など

石油製品・石油化学製品の精製・販売
ガス・石炭の輸入・販売
電気の供給
燃料電池、太陽電池、蓄電装置などの
開発・製造・販売

14,676名（2014年3月末現在・連結ベース）

約40歳

5,843名（2015年7月末現在）
男性…5,114名　女性…729名

管理職、嘱託社員を除く社員
（再雇用契約社員は全員組合員）

残
業
の
削
減
と
積
極
的
な
年
休
取
得
促
進
の
取
り
組
み

ＪＸ日鉱日石エネルギー労働組合
（ＪＥＣ連合）

事例11

各部（室・所・店）で「Ａｃｔｉｏｎ８推進者」を任命し、推進する
【管理者側】

【一般職側】
「総労働時間削減に向けた労使検討会議」を通じ、展開する

Ⅴ．「時間外命令フロー徹底」運動
Ⅵ．「いつまでどこまで」運動
Ⅶ．「管理職は率先して休む」運動
Ⅷ．「自分のことは自分でやる」運動

＜管理者側の施策＞
「マネジメント」改革のために

＜一般職側の施策＞
「早く帰る」意識改革のために
Ⅰ．「20時ルールの徹底」運動
Ⅱ．「日曜日は出社禁止」運動
Ⅲ．「ノー残業デー」運動
Ⅳ．「マイナス30分」運動

さよなら残業～Ａｃｔｉｏｎ８～

機関誌「Ｕｎｉｔｙ」の掲載記事
～抜粋～

個別項目の具体的な内容は以下のとおりだが、この取り
組みを実践すべく、管理者側はＡｃｔｉｏｎ８推進者（副部長や
庶務担当グループマネージャーなど）を中心にチェックを行
い、一般職側も支部ごとに設置されている「総労働時間削
減に向けた労使検討会議」を通じて、職場環境全般の改善
に向けた意見提起などを行っている。

Ⅰ．「20時ルールの徹底」運動
原則20時には退社するというものであり、19時、20時に音楽

を流したり、社内のイントラネットで再徹底するなどを行っている。
Ⅱ．「日曜日は出社禁止」運動
日曜日は原則として出社禁止とし、休日出勤をさせない。

※Ⅰ・Ⅱ共通　やむを得ず、「20時以降の就業」「日曜日に出
勤」がある場合は、所属長がＡｃｔｉｏｎ８推進者に事前報告
を行い、推進者から部長に申請のうえ、承認を得る。

Ⅲ．「ノー残業デー」運動
週1日程度、部（難しい場合はグループ単位）でノー残業デーを設定する。

Ⅳ．「マイナス30分」運動
少なくとも月1回、各自定時の30分前に退社することで、

フレックスタイム制度が活用されない、チャイムが鳴らない
と帰れない、などの意識を変えていく。
Ⅴ．「時間外命令フロー徹底」運動
所属長が残業を命じない場合、一般職は必ず定時で退社

する。所属長が部下との意見交換を積極的に行うことで業
務を棚卸し、過剰業務の排除、業務分担の平準化を図る。
Ⅵ．「いつまでどこまで」運動
〈所属長〉業務を命令する際、目的、期限、品質（いつまで、

どこまで）を明確にする
〈部　下〉他に抱えている業務を上司に伝えた上で命令を受ける
Ⅶ．「管理職は率先して休む」運動

第1、第2連続休暇を必ず取得し、月1回の年休取得を目標とすることを
管理職が実行することで、職場全体に休みやすい雰囲気を醸成する。
Ⅷ．「自分のことは自分でやる」運動

管理職は原則として手元資料や挨拶原稿などを自分で用意し、部下が管理
職に配慮して資料や情報を過剰に用意することで残業が発生するのを避ける。

JX日鉱日石エネルギーは、一般職の年間の平均年休取
得日数が16日程度と、高い水準で推移している。その背景
として挙げられるのは、以下の施策である。

第1、第2連続休暇については、従業員の心身の健康維
持をはかるとともに、仕事と家庭の両立を支援することを目
的とし、労使間で協定化されている取り組みである。
Ａｃｔｉｏｎ８の取り組みにおいても積極的な休暇取得を推奨

しているが、労働組合としても毎月発行している機関誌
「Unity」（※添付参照）で連続休暇の制度内容や利用状況、
休暇を使っていかにプライベートで充実した時間を過ごした
かについての事例なども紹介している。結果として、いずれ
の年休取得制度・施策についても、高い取得率となっている。
それ以外にも、飛び石連休の合間の平日など、年2回「年
休取得奨励日」を全社統一で設定し、一斉に休暇を取得す
るなどの取り組みも実施している。

労働組合として、いきいきと安心して働ける職場環境の
実現に向けて、毎年アンケート調査を実施しており、内容は
日常生活から働き方、休暇や労働時間全般、人事評価制度
など多岐にわたってい
ます（以下ご参照）。こ
の集計結果によって
労働諸条件の向上や、
経営動向、職場環境な
どに関する組合員の
意識を把握し、春季生
活闘争での要求や労
使協議における改善
要望などにつなげて
います。

※組合が実施した2014年度の取得実績調査結果

制度・施策
第1連続休暇
第2連続休暇
メモリアルデー

取得率※
94.3%
72.1%
88.5%

内容
7～9月に連続5日間の休暇取得を設定
上記以外の時期で連続3日間の休暇取得を設定
自分のメモリアルデーとして年1日は取得

Ｑ．　この１年間のあなたの実際の月平均時間外労働時間はどのくらいですか。
　　１．０時間　　　　２．10時間未満　　３． 10時間以上　　４． 20時間以上
　　５．35時間以上　　６．45時間以上　　７． 60時間以上　　８． 80時間以上

Ｑ．　前問で「２」～「８」と回答した方にお聞きします。あなたの時間外労働が発生した
　　　主な理由を選んでください。
　１．職場の人員が少ないため
　２．職場又は仕事が変わり、仕事になれるのに時間がかかったため
　３．担当業務量が多いため
　４．急な業務命令が多いため
　５．トラブルやクレームが多いため
　６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ．　労働時間を短縮する取り組みについて、どのように感じていますか。該当する数字を
　　　○で囲んでください。

Ａ． 業務の削減の推進
Ｂ． 職場内の業務分担の見直し
Ｃ． 職場の人員配置の見直し
Ｄ． 権限委譲や意志決定早期化など業務プロセスの改善
Ｅ． 作成資料の削減
Ｆ． 会議効率化
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１
１
１
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２
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２
２
２

３
３
３
３
３
３

４
４
４
４
４
４

５
５
５
５
５
５

労働時間に関する設問（抜粋）
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建設業界では、東日本大震災からの復興関連などに
よって業績は堅調だが、工期を守る使命、仕事が天候に
大きく左右される制約、要員不足の常態化など、様々な
状況におかれた中で、時間外労働は他業種と比較して
も際立って多く、労働時間削減は業界全体の問題となっ
ている。特に現場では、決められた工期内に施工を終え
ることの使命感から、休日取得や労働時間削減よりも作
業を優先する実態にある。
労働基準法では、使用者が時間外や休日労働をさせ

る場合は書面で労働者の代表と協定（３６協定）を結び、
労働基準監督署に届け出る必要があり、その時間外労
働時間にも上限基準が設けられているが、建設業は適
用除外となっている。建設業が３６協定の適用そのもの
から除外されているわけではないが、実質的に上限時間
がないこととなる。
不動テトラ労働組合では、こうした傾向に歯止めをか

けるべく、労働安全衛生法の主旨や厚労省の「過重労
働による健康障害を防止するための行政指導通達」な
どを参考に３６協定上の上限時間を見直し、かつ時短推
進に対する取り組みを新たに実施し、実効性ある労働時
間短縮に挑んでいる。

プロフィール

ヒアリング：2015年7月22日実施
対応者：森山　謙一　書記長

取り組みの背景

具体的な取り組みの内容

①人手不足に対する労使の認識は共有しているため、ここ
数年は一定数の新規採用を行っており、また中長期的に
も相当数の定期採用を見込んでいる。さらに中途採用者
も含め継続的に人員の増員を進めていきたい。

②時間外労働が多い原因のひとつには、工期の設定が厳し
いことがあげられる。公共事業を請け負うことが多いなか
で、官民が足並みを揃え取り組まなければ進まない。国交

省を含めた話し合いが必要。
③作業現場が離れているため、従業員同士のコミュニケー
ションが取りづらい。また、労働時間についても十分に把
握できない現状にあった。３６協定の見直しに伴い、会社
が正確な労働時間を把握できるよう労働組合としても働
きかけを強化していく。

今後の課題

（株）不動テトラは、山間部でのトンネル、ダム
などから内陸部での河川、道路・鉄道・市街地開発、
臨海部での港湾、空港、エネルギー施設にいたる

まで幅広いフィールドで安全で災害に強い国土づくり、快適な
社会インフラづくりに貢献されています。
組合員のみなさんは、長い時は3年、短い時は1カ月という
期間に加え、職場となる現場は各地に広がっています。執行部
は、組合員の状況を知るために、ひとつひとつの現場に出向き、
組合員と情報交換を行っているそうです。
建設現場で働くみなさんは、プロフェッショナル意識も高く、

よりよい商品をつくりあげるため、夢を持ち、努力を惜しみま
せん。工期内に仕上げるという使命感も加わって、働く時間も
長時間にいたる現状が伺えます。
執行部のみなさんは、現場で働くみなさんの仕事に対する
意識を汲み取りつつ、単なる時短だけではなく、「働き方の改

善」と捉え、「意識を変える」ことを重点に取り組みを進めてい
ます。

業　種

従業員数

平均年齢

組合員数

組合員の範囲

建設業

800名

48歳

529名
男性…477名　女性…52名

原則として課長級以下

建
設
業
に
お
け
る
36
協
定
の
見
直
し
、時
短
推
進
に
挑
む

不動テトラ労働組合
（基幹労連）

事例12

有給休暇取得日数
3.3日

時間換算
26.4時間

2014年度の労働時間

年間時間外労働
392.9時間
（238日×8時間）

年間所定労働時間

1,904時間

年間総実労働時間

2,296.9時間

〈図は（株）不動テトラＨＰより抜粋〉

（２）労働時間短縮の対策
①出勤表へは毎日出退勤を入力し、日々の労働時間を
上司が把握することを徹底。

②深夜残業の原則禁止。やむを得ない場合は上司の承
認が必要。

③全社一斉の水曜ノー残業デーを継続実施。実施が困

（１）３６協定の見直しと法令遵守の徹底
従前の協定内容は、１日７時間、３カ月135時間、１年間
540時間であったが、部署によっては協定時間数と実態
の乖離があった。このような現状に対応する目的と、労働
安全衛生法における制限を考慮し、2014年11月1日付
で「基本３６協定」として見直しをおこなった。なお、工期
の都合などでどうしても「基本３６協定」の時間数で対応
できない場合は、「特別条項付き３６協定」として届け出
ることもできるとした。「特別条項付き３６協定」にはいく
つかの条件（制約）があり、注意が必要であるが、事前の
労使協議の手続きを経ることがポイントとなっている。

難な場合は、所属長の管理の下で自己申告ノー残業
デーを実施

④作業所の休日消化促進週間の推進
　作業現場では作業工程により週休２日を確保すること
が難しいケースも多くある。そのため休暇をまとめて
取得できるよう年間休日カレンダーに休日消化促進週
間を設定し、休む事への意識を高める。

⑤工事終了後に代休または、有休取得を促進
　有給休暇取得日数の年間平均は3.3日と非常に低い。
これは、休日出勤が多く、その代休を取得して、有休を
取得するまでに至っていない結果である。工事終了後
から次の工事がスタートする間に有休を取得できるよ
う推進する。

⑥1カ月100時間を超えた場合の「産業医の面接指導」、
健康チェック体制の強化

⑦自己申告による「月間目標時間」設定の試行
　月初めに各自が月間目標時間数を自己申告し、残業な
どがその目標時間内に収まるよう管理する。所属長は
月途中で累計時間を確認し、進捗が危ぶまれる場合は
部下と話し合い、対応を検討する。

⑧建設産労懇の一員として、毎年６月と１１月に「統一土
曜閉所運動」（後援：内閣府及び業界団体）に取り組む。

（３）時短協をスタート
労働時間短縮の実効性を高めるための労使協議の場と
なる「時短協」をスタートさせる。内勤と外勤で時間外労

※労災認定基準の実態から算出

変更後（「基本協定」）

６時間

135時間（45時間）

210時間（70時間)

240時間（80時間）※

540時間

840時間

960時間

全業務

内勤事務系

内勤技術系

外勤（施工）

内勤事務系

内勤技術系

外勤（施工）

1日の超過時間

1年の超過時間

３カ月の超過時間
（月当たりの目安）

働の構造が異なっていることを踏まえ、業務の内容に
よって異なる実態を把握し、改善すべき課題を具体的に
確認し、その対応策を定期的に検討する。

（４）健康リスクへの対策
①受診案内基準の見直し
1カ月100時間超え、②3カ月連続80時間超え、の該
当者全員にもれなく通知し、希望者には医師の面接を
してもらう。

②直接状況の確認
特に自覚症状がでている者については、電話などで直
接状況を確認し、面談を勧める。

③受診困難者への対応
症状がでているにもかかわらず受診できない者につい
ては、上司への協力依頼を含め、個別に対応する。受
診できない状態で放置しない。

④管理職の意識改革に向けた社内教育の徹底
⑤定期的なメンタルのセルフチェックと管理職による部
下のメンタル面のチェックを強化

いい
ね !すご

く

工期と
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三ツ星ベルトでは、ゴム製品の製造・販売を行ってい
るが、グローバル競争のもとで事業を展開しており、要
員体制も含め、生産性の向上など事業の最適化の取り
組みが進められている。
そういった中でも有給休暇の取得促進や特別休暇制

度の整備、育児対象者への対策など、会社側もくるみん
マークの取得を含め、ワークライフバランスの実現に向
けて積極的な意識を持っている。
三ツ星ベルト労働組合としても、労使協議での議論や

機関誌の発行など、様々な取り組みを行う中で「休みた
いときに休みが取れる」環境づくりに向けて取り組みが
進められている。

■常日勤：9時00分～17時30分を基本※
　※年間休日を増やす関係で、１日7.75時間を
　　8時間に調整したりすることもある。
　※製造現場などでは、状況によってシフト勤務あり
■営業部門はみなし労働時間制あり
■残業申請は都度、上長承認を要する

プロフィール

ヒアリング：2015年7月23日実施
対応者：伊藤　正朝　中央執行委員長

亀井健一郎　書記長

取り組みの背景

有給休暇の取得促進に向けた取り組みについて

今後の課題について

1992年、三ツ星ベルトは創業の地である真野
地区に工場・研究所を残し、神戸市中央区に開発
された新たな商業地区である神戸ハーバーラン

ドに本社機能を移転していましたが、1999年3月「本社を再
び真野地区に戻し、地域の震災復興に力を貸してほしい」とい
う住民一致の要請を受け、2000年11月に神戸本社を真野
地区に戻しました。同時に三ツ星ベルトグループ従業員で構
成する社内任意団体『三ツ星ベルトふれあい協議会』を結成
し、イベントの開催など様々な活動を通じて地域社会とのふれ
あいを行っています。

4月には、真野地区の小学校に入学した新1年生を招待し
てのお祝い会の開催、7月には地域住民を招いて七夕まつり、
12月にもクリスマスパーティを開催しています。
三ツ星ベルトの多くの従業員の方がボランティアとして、お
祭りでは会場の設営や屋台を運営したりしているという話を

聞き、三ツ星ベルトが地域においてなくてはならない企業であ
るということが感じ取れました。

業　種

従業員数

平均年齢（組合員）

組合員数

組合員の範囲

対象労働者と労働時間管理の方法など

ゴム製品製造・販売

約900名

約36歳

566名
男性…500名　女性…66名

係長まで（正職員のみ）

各
種
休
暇
制
度
の
活
用
と
有
給
休
暇
取
得
促
進
の
取
り
組
み

三ツ星ベルト労働組合
（ゴム連合）　

事例13

有給休暇取得日数
10.33日

（特別休暇を除く）

時間換算
80.26時間

2014年度の労働時間

年間時間外労働
148.96時間

年間所定労働時間

1,897.5時間

年間総実労働時間

1,949.39時間

●有給休暇の取得促進などについては、毎年秋の取り組み
で会社に対して要求を行っており、例えば有給休暇では
個人ごと、部門ごとで40％以上、50％以上の取得などを
求め、会社側もそれに応じ、労使一緒になって取り組みが
行われている。

●有給休暇の取得状況については、毎月会社からリストを
受領しており、取得率が低い従業員に対しては、上長を通
じて取得を推奨するようにしている。具体的な方法につい
ては、部署毎で工夫をしており、年休計画表を作成したり
しているところもある。

●2013年に時間単位年休を導入し、通院やお子さんの看
護などで数時間だけ休みたいといったニーズに対応して
おり、活用している従業員も多い。

時間外労働への意識

●残業については、以前からノー残業デーの取り組みは
行っていたが、実質的には形骸化している実態があり、残
業申請については厳しく管理することとした。

●基本的には「毎日をノー残業デー」とし、その日の朝に１
日の仕事の流れを確認し、やむを得ず残業が必要と判断
された場合は、朝の段階で上司が総務に対して申請を行
い、承認をもらうことを原則としている。最終的には労働
組合にもその申請書類が回付されてくる。

●技術・設計部門では残業が特に多いなど、部署ごとで偏り
はあるものの、こうした厳しい管理を行うことで、全体とし
て年間の残業時間の平均は150時間弱に抑えられてい
る。

休暇制度の内容について

三ツ星ベルトでは、通常の有給休暇に加えて、お星さま休
暇やふれあい休暇といった特別休暇制度があり、こちらに
ついても有効に活用されている。
1.お星さま休暇

もともとは、障がい者へのサポートが必要な家庭に対し
て金銭面での補助を行っていたが、その後、対象の枠を
広げ、子どもの学校行事への参加や介護の対応など、以
下に該当する場合に、年間6日～12日の特別休暇を利用
することができることとなった。毎年30人くらいがお星さ
ま休暇を活用している実態にある。
＜対象者＞
●小学生以下の子供をもつ共働き世帯の従業員（年間6
日）

●小学生以下の子供をもつ母子家庭および父子家庭の
従業員（年間9日）

●障がいのある20歳未満の子供をもつ共働き世帯の従
業員（年間12日）

●障がいのある20歳未満の子供をもつ母子家庭および
父子家庭の従業員（年間12日）

●介護を要する親族を有する従業員（年間12日）
2.ふれあい休暇

会社として『ふれあい協議会』という社内の任意団体を
結成し、七夕まつりやクリスマスパーティなどのイベント
を開催しており、そうしたイベントにボランティアとして参
加した従業員には特別休暇として最大で年間2日付与さ
れる制度。

○お星さま休暇やふれあい休暇などの特別休暇を含め、休
むための制度は整えているが、要員体制がギリギリである
中、自分たちでどう工夫して休暇を取得していくかが課題
である。

○特に各グループ（班）の班長クラス（組合員）が、部下の休
暇を優先していることや、代替要員の確保が難しいこと
等を理由に休みづらいという実態がある。また、事務系の
職場は休みが取りやすいが、研究・開発部門ではなかなか
休みが取れていないという実態もあり、いかに全体で休
みやすい環境をつくっていくかが課題となっている。

○有給休暇の取得率について、全体の取得目標40％に対
して、2014年度は56％と達成はしているが、個人単位
では全然取れていない人もいる。個人の意識で休みは要
らないという人もいるのでなかなか全体で目標を達成す
るのは難しいが、少なくとも「休みを取りたいときに休み
が取れる」ことが大事なので、そうした環境整備は推進し
ていきたい。

〈神戸事業所〉

イベントは神戸地区以外でも香川県では、四国工場に
隣接する海岸での地引き網漁とさぬきうどんの手打ち体
験会が開催されるなど、様々な取り組みが行われている。
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株式会社キューヘンは、株式会社ダイヘンと九州電
力株式会社の共同出資により設立した変圧器を中心と
する電気機器類の製造メーカー。販売・営業、設計・開発、
製造、メンテナンスなど業務は多岐にわたり、顧客から
のニーズに対応している。各部門、個人によっても時間
外労働や有給休暇の取得日数に差がある。また繁忙期
には時間外労働が多く休暇も取りづらい。一方業務が比
較的落ち着いている時期もあるなど、キューヘンユニオ
ンの取り組みは、このバランスを取ることに気を配った
制度の導入や運用の工夫、協定の締結内容の改訂と点
検を怠らず進められている。
労働時間短縮の取り組みは、春季生活闘争時におけ

る要求を中心に進めており、2010年、2012年春闘で
は休日の増加、2015年には新制度を導入する要求が行
われている。その結果、なかなか進まなかった年間所定
労働時間（1,900時間以下）の短縮へとつながっている。
キューヘンユニオン執行部による組合員の業務量、働

き方、意識などの実態に即した柔軟な対応と会社への
要求が着実な結果へと結びついている。

■常日勤:8:30～17:15

プロフィール

ヒアリング：2015年7月30日実施
対応者：芳野　浩二　執行委員長

松﨑　隆寛　副執行委員長
工藤　　孝　書記長

取り組みの背景

具体的な取り組みの内容

①労働時間短縮
▶2010年春季生活闘争で年間休日を1日増
年末年始休暇12月29日～1月3日（6日間）を12月29
日～1月4日（7日間）へ。
▶2012年春季生活闘争で年間休日を2日増
 年次有給休暇の一斉取得（強制年休）日として、ゴール
デンウィーク時と夏期休暇時に指定されていた２日分
を会社休日に変更した。
▶2015年春季生活闘争でマイカレンダー休暇制度を
導入

　年次有給休暇のうち３日間を年間休日のカレンダーで
事前申請する。これまで「休暇の申請がしづらい」と
いった組合員の声に対して、予め休暇を指定する制度
の導入により、取得しやすい環境につながっている。
▶有給休暇・プランニング休暇の取得強化月間の設定
家族のコミュニケーションの充実を図るため、また「ゆ
とり・豊かさのある生活を送るため」体力の消耗が激し
い夏場（７月、８月、９月）を『有給休暇・プランニング休
暇取得強化月間』と位置づけて休暇取得を促進してい
る。この取り組みは会社側に対しても要求し労使ともに
協力して進められている。
計画的に取得できるよう、各グループ、職場毎に休暇
取得予定表を配布し、各個人の休暇予定を記入。記入
した予定表は、上長・所属長が確認し、掲示有効期間の
印鑑が押されたものを職場の見える場所に掲示する
ルールとなっている。

②出退勤管理の強化
2015年４月からＩＤカードによる出退勤管理が導入された。
社員証を利用し、専用の認識機で出退勤を管理。時間外

労働は１分単位で管理されている。就業時間は８時30分
～17時15分で17時30分以降が時間外申請の対象とな
る。終業時間17時15分から30分以内に退社しなければ
ならず、17時45分以降に退社した場合は上長への申請
が必要となり、その都度「時間外勤務による退勤なのか、
その他の用事で残っていたか」などが問われる。時間外
労働の正確な管理である一方、あまりにも機械的な運用
にならないようユニオンとしても注視している。　
③定時退社日「カエルＤＡＹ」の勧告メールを送信
毎週金曜日を定時退社日として設定し、全従業員に対し
て「ケロ，ケロ，ケ～ロ。カエロ！！」メールが送信される。メー
ルでは自らが率先して退社する意識をもつことを促すと
ともに管理職に対しても部下の定時退社への管理がコメ
ントされている。
定時退社日「カエルＤＡＹ」の実施は労使協定として締結
されており、実効性のある取り組みをなっている。
④労使協議の開催
2カ月毎に労使協議を開催し、協議内容では主に時間外
労働（月40時間以上）をはじめとして労働時間関連の申
し入れを行っている。

時間外是正は上長による管理能力が問われることとなっ
ているが、その負担を上長が背負う状況もみられる。非組合
員ではあるものの、職場環境には大きく影響する。上長は実
務も伴っていることから、マネジメントに特化できる体制を
取る必要がある。
着実に年間所定労働時間の短縮が進んでいるものの、隔

年のカレンダーによって増減するので、固定化を図る仕組み
づくりが今後の課題である。
平均してみると労働時間は減少傾向にあるものの、各部

門、各個人によって有休取得日数、時間外労働時間に差が
あるため平準化を図る。要員不足による影響が大きい事か
ら、会社側に対して仕事量の見直しを提言している。

今後の課題

キューヘンユニオンでは、36協定の締結、特別
条項の締結と並んで「定時退社日（カエルＤＡＹ）
実施に関する協定書」が締結されています。もち

ろん労働基準監督署にも提出されている正式なもの。
定時退社日を設定しても、形式なものになりがちで実績に
結びつかないケースが多々みられるなか、会社と協定書を締
結し、強制力のある取り組みとして運用する徹底ぶりに会社
側とともに労働時間短縮の取り組みを進める本気度がみえま
す。
定時退社日は、仕事、生活、健康、社会環境に配慮する視点

に位置づけ、職場で働くすべての人が定時退社できるよう具
体的な手段も提示されています。
協定書を拝見させていただくと、「カエル」「カエル」「カエ
ル」の単語があちらこちらにみられ、とてもかわいらしい協定
書ですが、内容はとっても本気です！！

業　種

従業員数

平均年齢（組合員）

組合員数

組合員の範囲

対象労働者と労働時間管理の方法など

製造業（電気機器類の製造他）

324名

38歳

195名
男性…148名　女性…47名

正社員（管理職、嘱託社員、派遣社員・パート社員
などを除く）
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キューヘンユニオン
（電力総連）

事例14

有給休暇取得日数
11日

時間換算
88時間

2014年度の労働時間

年間時間外労働
252時間

年間所定労働時間

1,896時間

年間総実労働時間

2,148時間

定時退社日（カエルＤＡＹ）実施に関する協定書

定時退社日（カエルＤＡＹ）実施について夏期のとおり協定する。

１．目　的

仕事の効率化、私生活の充実による仕事の能率アップ、従業員の健康保持、増進を図るとと

もに、節電等地球環境に配慮する視点を高めることを目的とする。

２．「定時退社日（カエルＤＡＹ）の設定

（１）上記の目的達成を図るため、週1回、定時退社日（以下「カエルＤＡＹ」という。）を設け

ることとする。　　

（２）各部署にあたっては、毎週金曜日を「カエルＤＡＹ」とし、知恵時退社（終業時間終了後

30分後を目処に退社）を励行すること。

①「カエルＤＡＹ」は、緊急、特別の業務がない限り、定時退社すること。

②緊急対応や、職務上の都合等で、時間外労働が発生する場合は、事前に総務部労務人事グ

ループ迄、時間外申請書を提出すること。（厳守）

③社内放送又は音楽を流す等により、「カエルＤＡＹ」に対する従業員の注意を喚起すると

ともに、お客様等の理解、協力を得ることができるよう努めること。

④特別管理職社員は、率先して定時退社するとともに、部下社員等の定時退社を促すこと。

⑤②の緊急対応や、職務上の都合で、やむを得ず「カエルＤＡＹ」に定時退社することがで

きなかった従業員については、翌週金曜日の「カエルＤＡＹ」は必ず励行するよう努め

ること。

３．期　間

自　　　2014年6月1日

至　　　2015年5月31日

株式会社キューヘン　代表取締役社長

キューヘンユニオン　 執行委員長
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株式会社九電工は、今から約70年前に九州の電気工
事関連会社（14社）が統合して誕生した。現在では、配
電工事、電気工事、空調管工事に加え、情報通信設備
工事や環境設備工事、エコ・関連事業省エネ計画など、
様々な領域で事業を展開している。
建設業の特色として、特に現場で働く現場従事者は工期

や天候の影響により定期的な休暇が取りづらい。また、時間
外労働も多く、長時間労働へとつながっている実態がある。
このような実態を改善するために、労使協議を重ね、

様々な制度を導入し対策を講じているものの、年間の総
実労働時間は高止まりで推移している状況にある。
その原因の一つに管理職も含め、「休む」ことに対する意

識の低さがあった。九電工労組執行部は、組合員の「休めな
い（休ませてもらえない）」という意識から「休もう（休むために
何ができるか）」への意識改革が必要と考え、組合活動の原
点である全分会（104分会）で、「総実労働時間短縮に向け
て」を共通のテーマに、職場オルグ（分会研修会）を実施した。
制度導入を求めるだけでなく、自分たちにできること

から行動するという意識改革にむけて、工夫を凝らし徹
底的に取り組みを進めている。

■始業時間8時30分
■終業時間3月～10月：17時30分
　　　　　11月～2月：17時

プロフィール

ヒアリング：2015年7月30日実施
対応者：坂口　竜一　書記長

取り組みの背景

平成26年度の実績

（２）職場オルグ（分会研修会）の実施
これまでの労使協議において休日・休暇制度は確立しつ

つあるものの運用がなかなか進んでいない。その原因の一
つに個々人の意識の低さが大きく影響していた。そこで、
2014年10月～11月の各分会で実施された研修会では、
「総実労働時間の短縮」を全分会共通テーマとして進めら
れた。研修会では、「総実労働時間短縮」に向けた課題の原
因、改善案とそのアクションプランをみんなで出し合い、
「私たちの分会で取り組むこと」「支部・本部へ提案するこ
と」「会社へ提案すること」を整理し、実践へ結びつけてい
く内容となっている。
今までのように組合役員の考えや、手法を組合員にお願

いして実行するスタンスではなく、職場・業務の実態を一番
理解している組合員自身が、「出来ないのではなく、自分た
ちに出来る事から行動する」という意識改革につなげ、実際
に取り組んでいく事をねらいとしている。

総実労働時間短縮に向けた取り組みが組合員一人ひとり
の行動に結びつかない要因の一つとして、分会大会が報告
型や執行部の考えが中心の運営になっていたことが大きい。
この課題解決に向け、分会執行委員会→分会大会→事業
所協議会・事務所委員会といったサイクルで運用し、分会・

支部・本部が一体となって取り組むことが必要となっている。
職場の課題として技術部門の要員不足も挙げられている。

対策としては、業務上での技術力の強化、業務分担と棚卸
し、他部門への業務シフト・運用、全員会議時の業務改善検
討などが挙げられ、労使間での論議・検討が進められている。

今後の課題

労働組合からの積極的な取り組みにより会社
の意識も変わってきたようです。労働組合と会社
の協議機関として月1回開催されている「ワーク・

ライフ・バランス推進委員会」では委員会の目標として「毎週
水曜日の定時退社の徹底」と「忙しい時期でも月1回の土日連
続休暇の確保」を確認し、具体的な取り組みを展開していま
す。その取り組みはとにかく「見える化」。
啓発用のポスターの作成と掲示、給与支給明細書への計画
年休予定日の印字、勤務システムへの計画年休予定日の明
記、定時退職日の社内放送による呼びかけ、定時退社推進の
ぼり旗、看板の設置、定時退社日の労使による社内巡視、定時
退社日の朝礼・夕礼の実施などなど。
組合執行部の会社との継続した協議と熱意が運動に結びつ
いている証です。

業　種

従業員数

平均年齢

組合員数

組合員の範囲

対象労働者と労働時間管理の方法など

建設業

5,960名

35歳

3,940名
男性…3,589名　女性…351名

正社員（管理職、嘱託社員、派遣社員・パート社員
などを除く）
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九電工労組
（電力総連）

事例15

有給休暇取得日数
６．９４日

時間換算
約55.5時間

2014年度の労働時間

年間時間外労働
325.2時間

年間所定労働時間

1,851時間

年間総実労働時間

2,091時間

【分会大会討議用資料より抜粋】

技術系
技能系
技術系
技能系
技術系
技能系

年休取得
6.94日
6.60日
7.33日
6.57日
7.71日
5.68日
8.09日
7.98日

時間外労働
27.1時間
21.2時間
33.7時間
29.9時間
38.3時間
30.1時間
24.7時間
11.2時間

配電工事部門

電気工事部門

空調管工事部門

営業・事務他

全社平均（月1人平均）
各部門・項目別

具体的な取り組みの内容

完全週休２日制確立
計画年休取得制度の導入
①メモリアル休暇（誕生日・結婚記念日）
②リフレッシュ休暇（1年度あたり３日）
休日の新設
所定内労働時間の変更（10月の所定労働時間を
7.5時間から8時間へ）し、ゴールデンウィーク休暇
（5/2）、夏期休暇（8/12）を増日。
ワーク・ライフ・バランス推進委員会の設置（月に1回）
「毎週水曜日の定時退社の徹底」「忙しい時期でも
月1回の土日連続休暇の確保」などを目標とし、
会社と労働組合の協議機関として設置。
計画年休取得制度の新設
山越え休暇（1年度あたり３日）
山越え休暇は、工事竣工や決算など
業務の山を超えた場合に取得できる制度。
休日の新設
ゴールデンウィーク休暇（4/30）
労働時間等改善検討委員会の設置
適正な労働管理の把握、長時間労働の改善を
テーマに各部門の代表者が参加し、
会社側が主体となって開催する委員会。

1990年5月

1992年5月

2005年5月

2008年9月

（１）時短取り組みの主な経過と内容

2014年6月

2010年4月

2009年5月

ここで整理された「分会での取り組み目標」は情報の共
有化と水平展開をしていくために、
①分会ごとに確認した「分会の取り組み目標」を指定の用
紙に記入する。

②分会役員で上記①を掲げた写真を撮影。
③写真を集約し、掲示用のポスター（Ａ１サイズ）を作成する。
④掲示用ポスターは、全分会で掲示すると共に、九電工労
組のＨＰに掲載する。
以降、オルグ者より目標に対する進捗状況の確認と支援、

指導、フォローへと継続した取り組みにより、分会・支部・本
部が一体となり推進している。
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労金業態では、2014年1月に業態統一オンラインシ
ステムが移行された関係で、新潟県労働金庫（以下「新
潟労金」という）でも2013年度は時間外労働の大幅な
増加と年休取得の低下を引き起こした。
これを受け、新潟労金労組では、2014年度について、

2013年度はもとより2012年度水準よりも改善するこ
とを目標に取り組んでいる。具体的には、①金庫（経営
者側）との協議を経てノー残業デーの設定日数を月1日
から月8日へと大幅に増やしたこと、②2014春季生活
闘争において経営側と合意した計画年休制度を10月か
ら11月にかけて試行した。この結果、時間外労働を削減
するとともに、年休取得日数も増加をはかることができ
ている。
従来から年休の取得促進がなかなか進んでいなかっ

たという実態もあったが、こうした取り組みを通じ、組合
員の「休み方」に関する意識も変わってきている。

プロフィール

ヒアリング：2015年8月4日実施
対応者：大野　浩史　副委員長

大塚　尚幸　書記長

取り組みの背景

具体的な取り組みの内容

●新潟労金においては過去の実績と比べれば、時間外労働
については大幅に改善している状況ではある。ただし、年
休の取得を含めて、全労金加盟単組内においては未だ低
位であり、より一層の取り組み強化が求められる状況であ

ると認識している。
●ノー残業デーや計画年休等の取り組みを軸に、今後も組
合員の意識改革と労使で共通認識に立った取り組みを実
施し、段階的に時短を進めていきたい。

今後の課題

一説によると、「全国で一番雪の多い県、新潟。
厳しい自然環境をものともせず、米作りに勤しみ、
うまい酒を作り上げた新潟県人の気質は質実剛

健そのもの。雪に閉ざされるため忍耐強い」（PRESIDENT
　ONLINE【47都道府県別県民性大図鑑】より）とあります。
「一生懸命働いてなかなか休みを取らない（地域的な）風土、
県民性もあるのかもしれない」と執行部のみなさんがおっ
しゃっていたことも頷けます。
それでも、新潟労金労組として経営側とも連携しつつ、組合

ニュースやブログなども活用しながら各種休暇制度の周知や

「休み方」への意識改革などの取り組みを通じて、これまでは
制度自体の周知不足などでまったく取得されていなかった子
の看護休暇や配偶者出産休暇についても取得する方が増え
てきており、配偶者出産休暇は2014年度に対象となった方
全員が取得するという状況になっています。
また、以前は妊産婦の方の時間外労働が発生していた状況
もありましたが、こうした状況の改善にも本腰を入れて取り組
んでおり、職場みんなで支えるという土壌づくりを継続して進
めてきていることも特徴的でした。

業　種

従業員数

平均年齢

組合員数

組合員の範囲

金融業

約450名

40歳

301名
男性…145名　女性…156名

正職員、契約職員
（その他雇用形態として臨時職員、嘱託職員、
再雇用嘱託職員があるものの、組織化に至って
いない） 
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の
者
の
時
間
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と
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促
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取
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組
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新潟県労働金庫労働組合
（全労金）

事例16

有給休暇取得日数
6.7日

（組合員平均）

時間換算
49.1時間
（組合員平均）

2014年度の労働時間

年間時間外労働
200.5時間
（組合員平均）

年間所定労働時間 年間総実労働時間

１,９１８．１時間
（組合員平均）

１,７９６.7時間
（２４５日×７.３時間）

（１）定例労使協議会の設置
●2014春季生活闘争以降、労使で継続協議課題を話
し合う『定例労使協議会』を設置し、月に１回協議の
場を設けた。協議の中で上記ノー残業デーをはじめ、
計画年休制度や妊産婦の働き方、家族的責任を有す
る者の働き方等に関する協議を定例的に行い、職場
の問題について労使で知恵を出してきた。この結果、
労使で共通認識に立ち、労働時間短縮に向けた取り
組みを進めることができている。

（２）ノー残業デーの設定日数の増加
●従来、月に1日しか実施していなかったノー残業デー
について、定例的な労使協議の議論を経て、月8日へ
と大幅に増やすことを確認した。職場でこの取り組み
を展開していく際、当初は混乱もあったが、目的は月
8日を達成することではなく、あくまでも時間外労働
を削減することである旨を周知・徹底することで、少
しずつ職場での理解とノー残業デーの実践が進んで
いる状況にある。

（３）計画年休制度の導入
●年休の取得が進んでいない現状を踏まえ、2014春
季生活闘争で経営側と合意した『計画年休制度』の
導入について、2014年度は試行的に10月と11月
でそれぞれ1日ずつ取得する取り組みを行い、実施
率95%と年休取得日数の増加に一定の効果が見ら
れたことを確認した。経営側から、現状の年休取得状
況（平均約７日）を平均10日まで引き上げることをめ
ざし、2015年度は７月から2016年3月までの期間
で5日間を計画取得する取り扱いとしたい旨打診が
あった。

●執行部は年休取得向上が年間総労働時間の短縮に
寄与することを踏まえ、趣旨を理解の上、内容につい

て了承した。合わせて、運用状況を精査した上で、
2016年4月から正式な計画年休制度として就業規
則に盛り込み運用が開始できるよう対応を進めてい
る。

●契約職員も計画年休の対象とし、一緒になって年休
取得促進に向けて取り組みを行っている。

※臨時・嘱託職員については、ほぼ自分の休みたい時に
年休を取得できていること、および年休の年間付与
日数が正職員・契約職員と比べて少なくなるため、計
画年休制度で反強制的に取得させてしまうと自分が
休みたいときに取得できなくなる懸念があることか
ら、現時点では制度の対象としていない。

（４）時間外労働の削減
●定例労使協議会での労使での課題・認識の共有や、
ノー残業デーの増加、計画年休制度の運用などの取
り組みを通じて、時間外労働は正職員・契約職員を問
わず、例外的に増加した2013年度のみならず、
2012年度以前の水準よりも減少している。

〈直近3年間の時間外労働時間（年間）の推移〉

●管理職についてもノー残業デーの積極的な運用など
の取り組みを通じ、時間外労働は組合員と同様に
2012年水準よりも減少しているのが特徴として挙
げられる。

（５）リフレッシュ休暇制度の導入
●年間1日の特別休暇として2015春季生活闘争で要
求し、導入された。なお、要求段階では「メモリアル
休暇」として要求していたが、経営側から「メモリア
ル」という名称では取得用途が限定されてしまうた

め、幅広く使いやすいものとするべく『リフレッシュ
休暇』にしてはどうかとの前向きな提案を受けた。

●労組執行部として「メモリアル休暇」という名称にこ
だわりは持ちつつも①ワーク・ライフ・バランスを推進
し、年間総労働時間の短縮をはかる観点では認識が
一致していること、②組合員の総意に基づく要求項
目として掲げた特別休暇の付与について、金庫が主
旨を十分に理解していることを踏まえ、名称を「リフ
レッシュ休暇」とする提案について確認した。

（６）契約・臨時・嘱託職員への休日・休暇制度の拡充
●同じ職場で働く正職員以外の方々についても正職員
と同等の休暇制度を実現するべく、季節休暇や忌引
休暇なども改善をはかっており、2015春季生活闘争
の交渉によって季節休暇は正職員と同様の日数を付
与することとなり、それ以外の部分についても無期
雇用転換の制度構築と合わせて整備していくことと
している。

（７）組合員の意識改革
●支部レベルで労使協議会を実施し、時間外労働の現
状についての情報共有や業務のＰＤＣＡサイクルの
見直し（洗出し）などを自発的に行っており、時間外労
働の削減や計画的な年休の取得に向けた意識も少し
ずつ変わってきていると感じている。

●各支部に労働対策委員を設置し、定例的に開催して
いる支部長会議と合同で労働対策委員会を開催し、
支部（職場）の状況やノー残業デー、計画年休制度に
ついて好事例を共有・意見交換し実態改善にむけ周
知を図っている。

2010年度

219．3

168．1

2011年度

221．3

167．1

2012年度

259．0

198．1

2013年度

371．3

321．8

2014年度

203．1

158．6

雇用形態

正職員

契約職員
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日本の教員は世界一労働時間が長いと言われている。通常の
授業以外にも、テストの採点、教材研究、研修への参加、部活動
の顧問、保護者や地域からの要望や苦情対応、各種プリントや書
類の作成、問題行動対応…。そもそもの業務量が多いうえに、公
務でもあるため増員も難しい。目の前に生徒がいることなどの業
界の特殊性や、給特法により時間外勤務手当が不支給であるこ
ともあいまって、勤務時間の適正化がなかなか進行しない。
兵庫県教組では、2007年度越年給与確定交渉において、

勤務時間適正化に取り組む旨の回答を得て以降、勤務時間適
正化対策プランを教育委員会が作成するなど、年度ごとに勤
務時間適正化事業に各職場で取り組んでいる。兵庫県教組養
父支部では勤務時間の適正化のために、ノー部活デーや定時
退勤日、校務のIT化等の取り組みを、教育行政や管理職の意
識改革による高い実行力で行っている。

プロフィール

ヒアリング：2015年8月5日実施
対応者：釜口　清江　執行委員

安本　靖史　養父支部支部長

取り組みの背景

県教育委員会の取り組みの流れ

人員の確保が課題となっている。公立校は公務の職場でもある
ため、法律等の規程、予算の確保や人員の確保に制限があり難し
い。兵庫県内には1000校以上の公立校があるが、今年の適正化
をすすめるための事務の加配は全県で43名であった。
また、管理職の意識改革は進んできたとはいえ、現場にいる組

合員との認識にまだズレはある。県教育委員会が管理職に行った

調査では、定時退勤日の週1回設定率は小学校99.7％、中学校
97.0％であるのに対し、兵庫県教組が組合員に行った調査では小
学校90％、中学校67.0％と差がある。また、定時退勤日の大半実
施率では、管理職への調査では小学校65.5％、中学校51.7％に
対し、組合員への調査では小学校49.5％、中学校39.9％と、こち
らでも差がある。同じ取り組みを行っていても、管理職の方が「でき
ている」と認識してしまう傾向が見られる。

今後の課題

「教職員がいきいきしているところを子どもたちに見
せることが大事」。ヒアリングの際にこうした声を聞き
ました。確かに、疲れてへとへとな先生よりも、しっかり

休養をとって元気な先生に子どもを任せたいものです。
教員には本来昼に休憩時間がありますが、給食の間に生徒を見な

ければならないため、実際には休憩が取れていない現状があります。
そのため、養父市の中学校では担任と副担任のうち片方が教室を出
て、別室で昼食が取れるようになりました。やってみると「意外とゆっ
くりできて良い」と評判です。
時短の取り組み以外にもこうした取り組みを行っていることもあ

り、養父支部の方々は実際いきいきしていました。その活力が、生徒
への「ノー部活デーに遊んでばっかりじゃなくて、家の手伝いとか復

習とかやりなよ」という声かけ
や、より効率の良い部活動練習
メニューの構築など、生徒と向き
合う余裕につながっています。
ワーク・ライフ・バランスの推

進により、働く人が活力を得て、
職務に生かせる。そうした光景
が、兵庫県養父市にありました。

業　種

職員数

平均年齢

組合員数

組合員の範囲

公務（公立学校教職員）

約3万人（県立高校を除く）

43歳

約2万人
男性…約8千人　女性…約1万2千人

県内の公立幼稚園・小・中・特別支援学校正規採用教職員
臨時的任用教職員・再任用教職員

教
育
現
場
に
お
け
る「
勤
務
時
間
の
適
正
化
」に
向
け
た
取
り
組
み

兵庫県教職員組合
（日教組）

事例17

2014年度の労働時間

年間時間外労働
平日1日あたり2時間46分

（2011年度調査）

年間所定労働時間
1,743時間45分

▶兵庫県教組では、学校の先生なら
　ではのポップなプリントで先進事例
　の共有などを行っている

2007年度に勤務時間適正化に取り組む回答を得て以降、勤務
時間適正化事業を実施している。2008年には「教職員の勤務時
間適正化対策プラン」を作成・配布するなど教職員の学校調査事
業を実施。翌2009年から先進校の事例を共有するため、「学校業
務改善実践事例集」の作成・配布やＨＰに「教育学校総合サイト」
の立ち上げを行った学校業務改善モデル事業、学校業務改善推進
/実践校を選定する学校業務実践事例普及推進事業を行った。
2012年からは「教職員の勤務時間適正化対策プラン」の進捗

状況の把握と、「教職員の勤務時間適正化新対策プラン」の作成・
配布を行う学校業務改善システム構築支援事業を実施。翌2013
年より学校業務改善推進事業として、新対策プランにもとづく具
体的方策を行っている。その中でも2015年には特に市町教育委
員会担当課長連絡会の開催等で県内の優れた取り組みの情報共
有や、県・市町の広報への周知啓発記事の掲載、「定時退勤日」
「ノー部活デー」の完全実施、校務・業務のIT化のさらなる推進、勤
務環境の整備を実施している。

兵庫県教組と養父支部の取り組み

１．ノー部活デーの設定
中学校では部活動による時間外労働や休日出勤がある。そのた

め、兵庫県教組では平日週1日以上、休日月2回以上の「ノー部活
デー」を推進している。教育の現場では労働条件の改善をはかる
際に、保護者や地域の理解を得ることが課題となることが多いた
め、県や市町の広報により周知をはかっている。内容としては「教
職員が児童・生徒と向き合う時間を確保するため」のほか、「生徒
の心身のリフレッシュやスポーツ障害の防止」「休養や規則正しい
生活は科学的にもケガの防止や効率的な活動につながる」といっ
た、生徒たちへのメリットを伝えている。
事実、ノー部活デーのメリットは大きい。現場では「ノー部活デー

が始まってから、顧問としてより効率の良い練習メニューを考える
ようになった」「子どもたちが家の手伝いや学校の復習など有意義
な使い方をするようになった」と好評だ。兵庫県ではノー部活デー
を実施している野球部が県大会で優勝した事例もある。

養父支部でのノー部活デーの設定率・実施率はともに100％。
市内全体で統一してやりきることにより、「他の中学校は部活を
やっているが、なぜうちの中学校だけ部活がないのか」といった疑
問が生じにくく、保護者や地域の理解が得られやすくなっている。
２．定時退勤日の実施

定時退勤日という名称で、時間外労働を削減するための施策を
兵庫県教組は行っている。厳密には定時ではなく、たとえば定時が
16:30の学校で、全員が退勤する時間を17:30に設定し、「2時間
3時間と超勤していたものを、1時間で終わらせよう」という運動で
ある。
養父支部では2012年度から毎週水曜日に実施している。もと

もと水曜日に職員会議があり、教職員がいない中での部活動は安
全上の懸念があるためノー部活デーが同日に設定され、そこが定
時退勤日になった。職員会議が長いので別の曜日を求める学校も
あったが、ペーパーレス会議や終了時間・提案時間の設定による会
議運営の効率化を行うことと、市内全校で統一することで保護者
地域の理解を得られやすいことから水曜日で統一となった。
現場からは、定時退勤日ができたため過ごし方が変わったとの

声を聞く。早く帰るために昼のスキマ時間を有効活用するように
なった。今まで1日単位で業務を考えていたが、1週間、1ヶ月単位
と長期的に考え、計画的に効率良く行うようになった。週に1日でも
早く帰れると他の日も早く帰ろうという意識改革につながり、それ
ぞれの過ごし方を見直すきっかけとなっている。
３．校務・業務のＩＴ化の推進

学期ごとに生徒に配布される通知表。従来では生徒全員分を手
書きであり、保護者も見るため丁寧な字で書かなければならず、下
書きも必須で負荷が高かった。しかし現在ではパソコンで入力して
印刷になったため負荷が下がった。教育の現場では「手書きの方
が、あたたかみがある」として長い間手書きだったが、負荷に見合

わないことと、手で書くことより内容が重要であることから見直し
がされた。現在、養父市では指導要録や出席簿なども電子化され
ている。今後は兵庫県教組として、異動しても共通で使用できる環
境作りのために、指導要録や通知表様式の市町内での統一化と処
理ソフトの共通化の実現に向けて交渉を行っている。
４．管理職のマネジメント

管理職の意識によって労働時間の短縮が進まない職場は多い。
しかし、養父支部では管理職から教職員に、実行力の高い形で計
画的に休むよう声かけを行っている。ある中学校では、休暇取得が
しやすい定期テスト期間に、学年主任が「いつ休む？いつ休む？」と
各人に聞いてまわる。また、定時退勤日には校長が「18時には門
を閉める」など事前に宣言している。またある小学校では夏休みに
何日の年次有給休暇を取っているかを校長がメモし、少ない人に
は取得を促す声かけをする。こうした実行力の高さがあり、現場の
組合員の方に話を聞いたところ「休暇はとりやすい雰囲気がある」
そうだ。
管理職の意識改革は、教育委員会と協力して行っている。校長

の人事評価項目に「教職員の勤務時間の適正化」に関連する内容
を盛り込み、教育長面談で校長から進捗状況の報告を受けている。
また、教育委員会の学校訪問時に、校長から「勤務時間の適正化」
の進捗状況を聞き取り、指導を行っている。それ以外にも、学校運
営方針や市の広報に時短の取り組みが載ると、やらざるを得なくな
るという背景もある。
上記のような協力は、兵庫県教組と兵庫県教育委員会との協議

によりすすめられている。県での話し合いが完了していると、勤務
時間適正化に向けての通知文が県から市の教育委員会へ届き、支
部の交渉がスムーズに進む。交渉での決定を現場が高い実行力で
運用し、支部で労働時間短縮の先進事例ができると、県での協議
に生かせる。兵庫県では時短への好循環が回り始めている。
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勤務間インターバル制度の導入に、情報サービス産
業が積極的な姿勢を示している。携帯電話やインター
ネット事業などを行う通信事業では、24時間365日間
休まずに通信サービスの提供を行うための常時運用や
通信障害などによる急な深夜・早朝勤務が起こりうる。そ
れにより、十分な休息が取れないまま翌朝の始業時間を
迎えてしまうことが懸念される。こうした業界の背景が
あるため、情報労連では労働者の健康と安全の確保の
ためにも、勤務間インターバル制度の導入に向けたガイ
ドラインを策定し、制度導入を推進している。

中でもＫＤＤＩは、2012年に裁量労働制の対象者にお
いて勤務間インターバル制度を導入し、2015年春闘に
おいては11時間の勤務間インターバルを確保した。具
体的には就業規則上の休息時間は8時間、安全衛生規
程の健康配慮時間は11時間と表記している。安全衛生
規程の11時間は管理職も対象である。導入への経緯と
実態を見ていく。

プロフィール

ヒアリング：2015年8月26日実施
対応者：春川　　徹　ＫＤＤＩ労働組合中央本部事務局長

浦　　早苗　情報労連　中央執行委員
宮原　千枝　情報労連　中央執行委員
石井　繁雄　情報労連　労働条件担当部長
倉田　典明　情報労連　政策局

取り組みの背景

ＫＤＤＩの勤務間インターバル制度導入への経緯

労働時間を直接的に規制できる勤務間インターバル制度
は長時間労働の抑制が期待されている。
しかし、制度理解がまだ低いこともあり、導入の際には、

組合員から「休息時間として11時間も休んでいると、業務
がまわらない」という声もあった。そのため、ＫＤＤＩ労働組合
では労使双方で制度周知を継続的に実施し、職場において
本制度が根付く取り組みを展開している。また、職場の実態
にも考慮し、休息時間8時間は厳密に即時管理、11時間は
健康確保のために適用するものという認識で月次管理とし
た。休息時間が11時間とれていない組合員やその職場に

対しては執行委員が職場へ声をかけに行く。この機会は組
合員とのコミュニケーションや職場の労働環境を把握する
きっかけにもなっている。

今後の展望と課題

勤務間インターバル制度は、制度そのものとし
て長時間労働抑制への効果が期待されていま
す。ＫＤＤＩでは制度面のみでなく、運用面で長時

間労働の抑制もはかっています。
11時間の休息時間を安全衛生規程に記載することにより、
各事業所の安全衛生委員会の中で勤務間インターバル制度
について、さらには長時間労働の抑制について議題にあがる
ようになりました。
また、ヒアリングの際に「休息時間の8時間は必ず守るもの

だが、11時間は休まなきゃいけないという強制的な位置づけ
でなく、とにかく休もうという意識を持ってもらうことが大
事。」というお話もありました。休もうという意識改革のために
も、執行部では積極的に組合員への声かけを行っています。
職場の雰囲気も、総労働時間の短縮に向けて重要な要素で
す。単に勤務間インターバル制度を導入するしないというだけ
でなく、「しっかり休もう」という意識改革や個々人への働きか
けにより、長時間労働の抑制につながることが期待されます。

業　種

従業員数

平均年齢

組合員数

組合員の範囲

情報通信業

連結従業員　28,172人

41.1歳

13,500人
男性…9,000人　女性…4,500人

直接雇用の非管理職社員

「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
」導
入
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道
の
り

KDDI労働組合
（情報労連）
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有給休暇取得日数
13.1日

時間換算
98.25時間

2014年度の労働時間

年間時間外労働
350時間

年間所定労働時間

1,830時間

年間総実労働時間

2,081時間

〈前身の国際電信電話時代〉
設備業務など24時間交替勤務に従事する社員は、勤務

と次の勤務の間を7時間以上空けるという勤務ルールが
あった。
〈2009年情報労連が勤務間インターバル制度を推進〉

情報労連は2009春闘方針で「可能な組合は、勤務間イ
ンターバル制度の導入に向けた労使間議論を促進する」と
して、制度導入に向けて取り組みを行った。結果、情報労連
傘下の１３交渉単位の組合で勤務間インターバル制度の労
使協定を締結した。
〈2012年に裁量労働制を導入、対象者に勤務間インターバル制度〉

2012年10月にＫＤＤＩは商品開発・システム技術者など
の専門職系、営業企画や経営企画などの企画職系を対象に
裁量労働制を導入した。一般的に裁量労働制は労働時間の
管理が個々人の裁量となるために長時間労働につながりや
すい。そのため、健康のために十分な休息を取ることが重要
であるという考えから、労使協議で8時間の休息時間を付与
することで合意した。具体的には、ＫＤＤＩの所定労働時間は
9時から17時30分のうち7．5時間、36協定上の時間外労
働上限は6時間、1日の労働時間が最長の13.5時間に達し
た場合には、次の勤務まで8時間空ける制度である。
〈2015年 勤務間インターバル制度導入にあたっての交渉〉

ＫＤＤＩ労組は2015春闘にて11時間の休息時間を付与
する勤務間インターバル制度の導入を要求した。それに対
し、会社側は休息時間を11時間とする根拠を組合側に求め
た。組合はＥＵにおいて導入されている勤務間インターバル
制度が11時間であることと、総務省「社会生活基本調査　
生活時間に関する結果（平成23年）」における第一次活動
（食事・睡眠・身の回りの用事）が平均1日9時間54分、通勤・
通学が1時間10分、計11時間4分であることなどを根拠に
説明した。

勤務間インターバル制度導入に向けての交渉の中で、最
もネックになったのがこの休息時間であった。しかし、前年
2014春闘にて会社とは長時間労働の抑制という方向性を
共有できていたこともあり、休息時間8時間は就業規則に
定めて必ず守るもの、11時間は安全衛生規程に盛り込み
全ての従業員の健康確保のために適用させるという認識で
妥結し、勤務間インターバル制度の導入に至った。
〈ＫＤＤＩでの勤務間インターバル制度〉

ＫＤＤＩにおける勤務間インターバル制度の考え方は、就
業規則にある8時間の休息は最低ラインとして必ず守られ
るものであり、安全衛生規程にある11時間の休息が取れな
い組合員にはしっかりと健康配慮措置を講ずるものとして
いる。就業規則の8時間は管理職が対象外となるが、安全衛
生規程の11時間は課長級以上の管理職も対象となる。
実際の運用に関しては、11時間未満が月に11日以上と

なった社員には本人や上司に長時間労働の改善を指導し、

残業が目立つ部署には是正が勧告される。労働時間につい
てはパソコンの起動時間や社員が入力した出勤簿データな
どで確認する。処罰規定はないが、健康問診や産業医との
面談、各事業場で開催する安全衛生委員会のチェックなど
で改善を促すものである。

時　期 制　度

24時間勤務の社員は、
次の勤務まで7時間以上空ける。国際電信電話時代

2009年

2012年

2015年 就業規則に8時間、
安全衛生規程に11時間の休息時間を明記。

裁量労働制を導入、
対象者には8時間の休息時間。

情報労連が取り組みを推進。
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一畑電鉄労働組合は、2015年7月に国宝に指定され
た松江城天守の地で、交通事業、観光事業、生活関連
事業、建設事業で働く従業員で組織され、全部で11の
支部により構成されている。支部の中でも主にバスの運
転手として働く従業員で組織されている一畑バス支部
では、長時間労働を少しでも短縮することを目指して年
間休日増に向けて交渉を行っている。
交通運輸産業を取り巻く経済状況は大変厳しく、会社

側からの強い抵抗も予想されるなか、粘り強い交渉を積
み重ね、年間所定労働時間の短縮に向けて前進を果た
した。
依然として総実労働時間が長いことに課題はあるも

のの、長時間労働となっている原因の一つとされる賃金
との関係を視野に入れた協議、その他の休暇制度の改
定も合わせて、一歩一歩丁寧に総実労働時間短縮に向
けた取り組みを進めている。

プロフィール

ヒアリング：2015年8月31日実施
対応者：佐々木　弘臣　執行委員長

吉岡　　謙一　副書記長
丸山　　武　　執行委員

取り組みの背景

具体的な取り組みの内容

一畑バス支部の有給休暇取得率はほぼ100％に近く、取
得日数は年間15日（1人平均）と高い水準にある。昔から「お
互い様」の意識の高さと運転手という職務柄、他の運転手へ
の流用も利きやすい事が取得率の高さにつながっている。
一方、年間の時間外労働は351時間と他産業と比較して

も長く、年間の総実労働時間は2400時間と高止まりの状
態が続いている。
この背景には、賃金体系が労働時間と直結している仕組み

であることが影響している。基本給ベースが低く、所定外手当
（時間外労働・休日出勤、その他の手当）に依存する体系に
なっている。現状、総支給額に対し所定外手当が4割を占め
る。つまり、時間外労働削減は収入減につながる状況にある。
所定労働時間の短縮を進める際にも賃金が下がらない仕

組みに配慮しなければ従業員が積極的に労働時間短縮に

向けた取り組みを進める意欲にはつながらない。
労働時間短縮の取り組みを前進させていくには、労働集

約型産業での対応の難しさと賃金との関係が大きな課題と
なっている。
また、一畑バス支部にはバスの運転手の他に事務職や整

備を担う従業員も働いている。執行部は、労働条件改善の
取り組みが、従業員の8割を占めるバスの運転手をメインと
したものに偏らないよう、すべての従業員の労働条件改善
に向けた取り組みを意識して活動を進めている。
さらに、一畑電鉄労組全体の大きな課題として、非正規労

働者（契約社員など）の組織化に向けた取り組みがある。会
社全体に占める非正規労働者の割合は年々増加傾向にあ
り、職場で働くすべての人の労働条件改善に向けて取り組
みを進めるためには組織化の必要性を強く感じている。

今後の取り組みと課題

（その１）
一畑バス支部の春季生活闘争時の要求書には

「年間休日増」と並びひときわ目を引く要求項目
がありました…それは「運転士の制服デザイン一新につい
て」。とても気になったので、バスの運転手でもある執行部の
みなさんにお聞きしたところ、「都会の運転手のようにもっと
スタイリッシュな制服にしたい」とのこと。会社側からは大きく
経費がかかることから対応できないとの回答が続いているよ
うですが、労働環境面の改善につながる取り組みとして、組合
執行部の皆さんは粘り強く交渉を続けています。
ちなみに現在の制服は青一色（わざわざ冬服に着替えてい
ただけました）。とてもシンプルではありますが、運転席でハン
ドルを握るお姿はとても凛々しかったです。（写真）
（その２）
一畑電鉄では、電車の運転手、路線バスの運転手、そして高
速長距離バスの運転手として働いている方もいます。特に高
速長距離バスは松江と東京を片道12時間かけて運行すると
のことです。運転が夜間に及ぶことから安全面が気になるとこ
ろです。実際に運転をされている執行部の方に「安全面で一

番気をつけていること、心がけていることはなんですか？」と
質問したところ、「運行日に家を出るときは家族とケンカをし
たまま出ないこと…」とのことです。家内安全が一番の安全対
策だということを教えていただきました。まさに「ワーク・ライ
フ・バランス」は命を守る点からも重要です。

業　種

従業員数

平均年齢

組合員数

組合員の範囲

運輸業（乗合バス・貸切バス事業）

約240名

47歳

125名(一畑電鉄労組全体では450名)
男性…116名（組合員総数：340名）
女性…9名(組合員総数：110名)

係長以下の正社員

年
間
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日
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で
年
間
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一畑電鉄労働組合一畑バス支部
（交通労連）
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有給休暇取得日数
15日

時間換算
̶

2014年度の労働時間

年間時間外労働
351時間

年間所定労働時間

２,０２３時間
（労働日：２７６日 休日：８９日）

年間総実労働時間

2,374時間

（１）年間所定労働時間短縮の取り組み
▶年間所定労働時間、「まずは目標2000時間」に向け
た会社側との交渉
他産業と比較しても長い交通・運輸産業の労働時間

を如何にして短縮していくか。安全第一の点からも労働
組合として労働時間の短縮は必須の取り組みである。
2009年、一畑労組一畑バス支部は上部団体の方

針「目標1800時間」を見据えつつ、当時2046時間
だった所定労働時間を「まずは目標2000時間」とし、
10日間の年間休日増（96日）を会社側へ要求した。会
社側は組合からの主張に理解は示したものの1日の所
定労働時間を増やした上で10日間の年間休日増との
回答を示した。組合側はあくまでも1日の所定労働時
間の変更は行わず純粋な休日の増を主張した。組合執
行部の粘り強い交渉の結果、1日の所定労働時間を変
更することなく、純粋に年間休日3日増（89日）の回
答を引き出し、労働協約の改訂に至った。

▶年間所定労働時間「目標2000時間以内」に向けた
会社側との交渉
2011年、次のステップとして「目標2000時間以

内」への削減をめざし、年間休日を4日増（93日）を要
求したが結果は得られなかった。しかし会社側からは、
4月からの次世代育成法推進のための行動計画策定
にあたっては、組合員がより働きやすい環境となるよう
労働組合の意見も取り入れながら策定する考えを示し
た。組合はこの回答を受け入れ、会社側と次世代育成
支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の
実施事項について「育児休業・看護休暇の一部有休
化」「年次有給休暇の当日請求についての取得条件
（範囲）の拡大（※）」を2016年3月31日までに協議
決定することを確認した。総実労働時間短縮に向けて
一歩前進を果たした。

その後2013年、2015年でも引き続き年間休日を
4日増（93日）とする要求、交渉を進めている。会社側
からの回答は「年間休日の増日は日額賃金の増額とな
り、会社の負担などを考えれば難しい」と続いている
が、労働組合は状況を見据えつつ継続して粘り強く交
渉を進めている。

（２）年次有給休暇の取得条件の見直し
▶年次有給休暇の当日請求を有休化

一畑バスでは、バスの運転手といった業務の特殊
性から予備要員の不足を避けるため、年次有給を取得
する場合は取得日3日前までの事前申請により可能と
なっていた。運転手が仮に体調不良のため当日休みを
取る場合は欠勤扱い（無休）となり、結果的に収入減
につながることにもなる。また、当日の運行に迷惑がか

かるとの意識から、無理をして出勤する状況が見受け
られ、安全面でも問題があった。労働組合は、バスの
運転手が安心して休暇取得ができるよう、2009年に
休暇の当日請求を有休化することを会社側に対し要
求し、運転手の予備要員の増員も含め取得条件の見
直しを進めた。
▶年次有給休暇の当日請求についての取得（範囲）拡大

2015年には、2009年に本人（有休）と配偶者(有
休)の傷病時のみ認められた年次有給休暇の当日請求
の取得範囲を、子、孫、父母、祖父母の傷病に拡大さ
れた。また、子と孫については傷病以外でも当日の休
暇申請が有休として認められることとなった。子どもの
看護休暇、介護休暇の有休化に向けた一歩にもつな
がる成果となっている。
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▶労使協議の継続的な実施
導入時の取り決めを踏まえ、総実労働時間数や有給休暇取得数
などの実績の点検および、働き方改革やワーク・ライフ・バランス
の実現に向けた施策が形骸化しないように、また新たな工夫をは
かるために労使協議を年度毎に継続実施している。

ＡＮＡ労働組合は、航空運送事業を営む全日本空輸（ＡＮＡ）の地上
職（総合職、特定地上職、特務職と運航乗務員訓練生）と客室乗務職
の従業員で組織され、約11,000名の組合員からなる組織である。

2009年にリーマン・ショックに端を発する経済危機と航空産業に
おけるグローバルでの競争環境の大きな変化への対応として、2010
年2月に、会社からそれまで週37時間であった所定労働時間を、恒久
的施策として週40時間とする提案を受けた。長年の労使交渉・協議の
積み重ねの結果である所定労働時間の変更は非常に重い提案であり、
労使協議と組合員との対話を重ね、会社から同時に示されたワーク・
ライフ・バランスの推進と総実労働時間短縮施策について、実効性を
高める工夫をはかることや、いくつかの条件を会社に認めさせたうえ
で、同年6月に所定労働時間の見直し提案を認めた。
ＡＮＡ労働組合には、日勤・シフト勤務に加え、客室乗務など様々な

勤務形態があるが、ここでは日勤で働く事務系職場（以下スタッフ部
門）の組合員のワーク・ライフ・バランス推進や総実労働時間縮減の取
り組みについて紹介する。

プロフィール

ヒアリング：2015年9月2日実施
対応者：榎原あやこ　中央執行常任委員

取り組みの背景

具体的な取り組みの内容

2011年度の施策導入後、総実労働時間や時間外労働時間が
徐々に伸びてきており、あらためて目標達成に向けて実効性のあ
る取り組みが求められている。また、時間外労働に関する協定違反

も発生していることから、管理職の労働時間管理
に対する意識啓発をはかる観点から、労働時間管

理基礎知識のポイントの習得や労務担当者の研修の実施、内部監
査・指導の意味合いから、時間外労働時間が高位な部署や協定違
反を発生させた部署への労政部長の直接ヒアリングの実施、管理
職目標設定の重点項目に「ワークスタイルイノベーションの推進」
を掲げることなど、労使協議を通じて取り組みを強化している。

今後の取り組みと課題

ＡＮＡ労働組合では、春闘ごとに育児や介護支
援、女性が長く働ける環境整備に向けて会社に制
度改善要望を提出し、協議・交渉を通じて様々な
改善をはかってきました。

●育児のための短時間制度（５時間、６時間）に加えて7時間
勤務を導入
●年次有給内での半休取得可能日数の拡大（年10日から15日へ）
⇒半日あれば済む学校行事や子どもの予防接種などに使える
●配偶者海外転勤休職制度の導入（上限2年）★
●上記★制度の育児休職者への適用拡大
●カフェテリアプランにおける介護メニューの拡大
2015春闘では、育児・介護支援については、春闘時期にこ

だわらず通年で労使の「福利制度専門委員会」を開催し、会社
からは、従業員のニーズや制度の点検・具体的な改善について

意見交換を進めていきたい旨対応が示されました。そのため、
春闘後からさっそく福利制度専門委員会を開催し、議論を進め
ています。具体的な改善の方向性に着手するのはこれからで
すが、特に介護についてはニーズを丁寧にヒアリングし、介護
と仕事が両立できる環境整備をはかっていくとのことです。

業　種

組合員数

組合員の範囲

航空運送事業

10,642名
男性…2,504名　女性…8,138名
内日勤者は989名（全日本空輸在籍者のみ。グループ
会社等への出向者は除く）

運航乗務員を除く全従業員
（ただし、初級資格管理職を除く管理職と労政部員、
秘書業務専任者、一部の契約社員・嘱託社員等を除く）
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ＡＮＡ労働組合
（航空連合）
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有給休暇取得日数
13.8日

時間換算
110.4時間

2014年度の労働時間

年間時間外労働
104.4時間

年間所定労働時間

1952.0時間

年間総実労働時間

1919.4時間

（1）スタッフ部門における「ワーク・ライフ・バランス推進」
と「総実労働時間短縮」に向けた協議経過
▶所定労働時間の見直し提案と同時に、スタッフ部門の働き方
改革として以下の3つの視点と、「ワーク・ライフ・バランス推
進と総実労働時間短縮」に向けた6つの改善策が示された。

■スタッフ部門の働き方改革の3つの視点
①上司と部下で、月間・年間の業務のピークとオフを確認（ピーク・オフ・チェック）
し、フレックスタイム制度を有効に活用できる環境整備・特別休日の確実な取得・
有給休暇の取得促進につなげる。

②上司と部下で、自部署の業務を「コア業務（付加価値を生み出す業務）」と「ベース
業務（ルーティンや基本業務）」に分類し、ベース業務を効率化、平準化、削減する
ことで限られた時間を極力コア業務に投入し、より質の高い仕事への転換をめざ
す。これによる「時間外労働の削減」にもつなげる。

③「新しい働き方」についての各部署の到達点および進捗については、支部・事業
所の勤務専門委員会等を通じて、労使でタイムリーに確認する

■「ワーク・ライフ・バランス推進」と「総実労働時間短縮」に向けた6つの改善策

6.育児のための
　短日数勤務の設定

▶労使協議では、スタッフ部門における働き方改革や総実労働時間削減
は、業務繁忙が理由で議論や実行に移せなかった経緯を踏まえ、施策
の実効性を高める観点で、労働組合としての課題認識を伝え、会社対
応を求めた。具体的には、①「『ワーク・ライフ・バランス推進』『総実労
働時間の短縮』に向けた取り組みの実効性を高める観点から、『総実労
働時間』『有給休暇取得』などに関する目標および具体策を早期に設
定すること」、②「『効果や事前検討項目の実効性』『新しい働き方の影
響』等の状況を都度の労使協議で確認するとともに、一定期間経過後、
あらためて本施策の継続の必要性について協議すること」などである。

（2）具体的な施策の実施状況
▶ピーク・オフ・チェックの実施

スタッフ部門では殆どの部署でフレックスタイム制度が導入されてお
り、以下のシートを用いて、前月に必ず業務の繁閑に応じた勤務時間

▶時間外労働時間管理の徹底
当日17時までに、時間外労働となりそうな場合は上司と相談し、
指示を受けた上で時間外労働を実施している。また、原則として部
下が時間外労働をする場合は、上司は業務修了までを現認し、部
下が記入した月間労働時間管理表の実績を確認し押印を行う。

▶全社および支部・事業所ごとの目標値の設定
毎年度、勤務に関する全社ガイドラインを労使で確認し、総実労働時
間や時間外労働時間、有給休暇取得日数の目標を定めている。加えて、
事業所ごとの特性に応じ、支部の労使で、事業所ごとの目標や具体的
な施策を定め、PDCAサイクルを回し、目標達成に取り組んでいる。
▶「NO残業DAY企画」と終業時アナウンスの工夫・自動消灯について
水曜日のNO残業DAYに合わせて事業所内でイベントを開催して
いる。外部講師を招いた「タイムマネジメントセミナー」や機内食を
試食する機会を設け、業務を早く切り上げられるよう取り組みを実
施している。また、終業時刻30分前の17時半には全館にアナウン
スを実施。従業員アンケートで選ばれた音楽とともに、定時退社を
促す内容としている。19時と21時の2回、全館が自動消灯される
事業所もあり、時間外労働を削減できるよう工夫がはかられている。

2011年度実績
2012年度実績
2013年度実績
2014年度実績

総実労働時間
1847.4時間
1860.5時間
1915.7時間
1919.4時間

時間外労働時間
  52.2時間
  62.8時間
  93.6時間
104.4時間

有給休暇所得数
15.2日
14.2日
12.6日
13.8日

内　容
●ピーク・オフ・チェック活用による業務量の山谷に応じ
た勤務時間の設定

●コア業務とベース業務の分類による業務棚卸しを通
じた時間外労働時間の削減

①ピーク・オフ・チェック活用による長期休暇/有給休暇
の取得促進　②管理職の率先垂範　③有給休暇取得
実績低位者（年間10日未満）への個別対応

●夜勤がない勤務パターンの設定等、職場特性に応じ
て可能な範囲で設定

①1日の労働時間：所属部署の通常勤務者と同様（長短
勤務含む）、②年間所定労働時間：1,220時間　③公休
数：212日（労働日数153日）　※②③は通常勤務者の
公休数121日、労働日数244日の場合

●ピーク・オフ・チェック活用による確実な取得日の設定

項　目
1.フレックスタイム制度の
　最大活用
2.時間外労働時間の削減

3.特別休日の確実な取得

4．長期休暇の運用拡大/
　間接部門の有給休暇
　取得促進

5.シニア層への
　夜勤の配慮

▶これに対して会社からは、①に対しては「有給休暇取得」の全社目標と
して2009年度実績以上をめざすことや、特に取得が低位な部署（年
間10日未満）の取得日数の引き上げを行うこと、②に対しては、本施
策の重みやこれまでの労使協議の経緯を踏まえ、生産性向上の成果や
ワーク・ライフ・バランス推進の進捗状況等をテーマとして労使協議を
年度ごとに開催することや、所定労働時間見直しは恒久策としていく
思いであるものの、協定の期間を2011年末までとすること、2012年
度以降の施策継続の必要性については、施策導入後の総括を踏まえ
労使協議を行うことなどの対応が示された。これらの会社対応を踏ま
え、6月に臨時全国大会を開催し、本施策の導入を機関決定した。
7月には、2011年度目標として、総実労働時間を1,835時間以下、有給休
暇取得を全員10日以上、間接部門の時間外労働時間原則ゼロという目標
設定がされた。以降も毎年目標もしくはガイドラインの設定がなされている。
働き方改革の具体的な施策としては、定例作業の効率化をIT活用など
によってサポートする部署を設置しこれを最大活用することや、一斉消
灯の実施、業務依頼のルールとして、他部署への依頼は後工程を意識
して十分な期日を確保することや、メールの送信ルールとして、受信者
の時間外労働につながらないようにすること、会議改革として運用
ルールを設け、会議に対する意識改革をはかること、先進的な事例を
社内イントラネットで共有化する見える化の推進などを行うこととした。

の設定や休暇の取得計画を立て、上司との面談を行い、総実労働時間
の縮減や有給休暇の取得促進をはかるようにしている。
また、年度内に想定されるイベントを事前に部署やチーム内で共有す
ることで、毎月の有給休暇のみならず、長期休暇の取得についても計
画的に取得できるようチーム内でコミュニケーションをはかっている。
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